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挨拶 
 

 

 

この文書は、欧州連合の協賛の下、国際労働機関（ILO）と国際労働組合総連合（ITUC）によっ

て、国連のジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための組織（UN   Women）とILOが共

同で実施したWE EMPOWER–G7プロジェクトの下で作成されました。WE EMPOWER 

–  G7とは、G7諸国の公的部門と民間部門で女性の経済的エンパワーメントを促進すること

により、持続可能で包摂的かつ公平な経済成長を支援することを目的とするプロジェクトです

。 このプロジェクトは、知識、経験、優れた経験、そして教訓を交換するために、G7 諸国とEU加

盟国において、多岐にわたる関係者との対話の機会を企画しています。 WE EMPOWER – 

G7は、女性のエンパワーメント原則（WEP）、ジェンダー平等に関する国際労働基準、および

多国籍企業と社会政策に関するILOの三者間原則宣言（MNE宣言）をガイドラインとしていま

す。プロジェクト詳細は ILOウェブサイトでご確認ださい。 

このテクニカルレポートは、ITUCの平等政策推進局長であるChidi King氏、ILOの多国籍

企業および企業エンゲージメントユニット（MULTI）の専門家であるLaura   Addati女史と 

Annievan Klaveren氏の技術指導と全体的な調整の下で作成されました。 予備草案と模

範となる実践例の再調査は、Barbara    Helfferich（ILOコンサルタント）が担当いたしまし

た。責任者たちは、以下の労働組合代表から寄せられた貴重な報告と意見に感謝していま 

す。Maria Tsirantonak（i ITUC）; Silvana Cappuccio（CGIL、イタリア）; 井上久美恵（JTUC-連 

合、日本）; Vicky Smallman（CLC、カナダ）; Annika Wünsche（DGB-BVV、ドイツ）（敬称略） 

この報告書は、ILOの複数の部門および事務所の専門家によって執筆されました。Vicvan 

Vuuren、Githa Roelans、Emanuela Pozzan、Amanda Villatoro、Faustina Van Aperen、Victor 

Hugo Ricco、田中龍作、Amélie Duval。 UN Womenからは以下の専門家が参加してい

ます。AnnaFälth、Diana Rusu、Diana Ranola、斎藤真理子、Stephanie Dei、Stephanie 

Foster、Nancy Mitchell、Sarah Merusi。（敬称略）報告書を充実させた彼らの意見と貢献は

非常に高く評価されています。 

免責事項 

この出版物は、欧州連合の寛大な経済的支援を受けて作成されました。 内容は、必ずしも欧

州連合、ITUC、ILOおよびその構成員、UN Women、国連またはその加盟国の見解を表すもの

ではありません。 

https://www.ilo.org/empent/Projects/WCMS_646572/lang--de/index.htm


vi 仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

 

 

 

事業計画概要 

 
労働市場において永続的に続いてきたジェンダーに基づく差別や不平等は、長年にわたり確

立された不平等な権力関係を反映しており、それらは、女性と社会に甚大な結果をもたら

します。 さらに、COVID-19危機は、これまでの世界的な脅威とは異なり、ジェンダーに基づく

差別の構造的性質やそこから生まれる状況から一転し、多くの女性が、ロックダウン中に家庭と

のバランスをとらなければならないことが多い一方で、ウイルスと戦いながら、医療専門家、介

護福祉士、清掃、保守の分野、家事労働者にとどまらず様々な職種の最前線で働いています。過

小評価され、過小報酬を受け、時には不安定な仕事とみなされるこれらの大部分の仕事が、実は

、社会の回復力と存続には不可欠であるのです。 

労働組合は、職場における現状のジェンダー別の役割分担に挑戦することにより、仕事の世界に

おけるジェンダー平等を促進する上で重要な役割を果たしています。それは、ジェンダーの視点

を仕事に取り入れることであり、その結果、彼らの活動はジェンダー平等の達成に積極的に貢

献しています。 

この文章は、労働組合が労働市場と雇用において女性が直面する障壁に取り組んでいる主要な

分野をご紹介し、ジェンダー平等が労働組合の事業であるという事実を強調しています。 第1

部では、女性のエンパワーメントを促進するために、組合がすでに実践している実例だけでなく

、今後さらに何が実践可能なのかを示しています。 このセクションでは、特にG7諸国とEU諸国

によって適用されている既存の政策フレームワークについても説明します。 最後に、団

体交渉、女性の組合化、そしてそれらの活動をしていく上での障壁に対処する取り組みの中で、

女性がリーダーシップをもつことの重要性を強調しています。 

パート 2 G7諸国および欧州連合加盟国の労働組合が、以下の分野で実施している27の好実

例をご紹介します。1）女性の労働組合指導的地位への昇進    2）雇用における無差別と同

一価値労働同一賃金制の実践   3）職場での女性に対する暴力やハラスメントをなくす 4）ワ

ークライフバランス（休暇政策、育児およびその他のケアサービス、家族に優しい仕事の配慮

）5）ケア経済におけるディーセントジョブ（働きがいのある仕事） 

まとめのセクションでは、著者たちは、ジェンダー平等へ確立の道程において、特定の永続的

な課題や、さまざまなジェンダー平等戦略から学んだ教訓を概説しています。 彼らはまた、真

に変革的なアジェンダを設定することを目的として、労働組合やその他の利害関係者に一連の

実行可能な勧告を提案しています。 
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略称リスト 
 

 

ACV / CSC Confederation of Christian Trade Unions キリスト教労働組合連合 

ACTU Australian Council of Trade Unions オーストラリア労働組合評議会 

AFL-CIO American Federation of Labor and Congress of Industrial 

Organizations アメリカ労働総同盟•産業別組合会議 

AMETIC Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la 

Información, Comunicaciones y Electrónica 情報技術、通信および電子

機器企業の多部門協会 

ASÍ Icelandic Confederation of Labour アイスランド労働連盟 

CBA Collective Bargaining Agreement 団体交渉協定 

CCOO Comisiones Obreras / Workers’ Commissions スペイン労働者委員会 

CEEP European Centre of Employers and Enterprises 欧州公共企業センター 

CEO Chief Executive Officer CEO最高経営責任者 

CEDAW Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 

Women 

CGT Confederación General del Trabajo/General Workers Confederation of 

Spain スペイン一般労働総同盟 

CLC Canadian Labour Congress カナダ労働会議 

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond / National Federation of Christian 

Trade Unions in the Netherlands オランダのキリスト教労働組合全国連 

盟 

CUPE Canadian Union for Public employees (CUPE) カナダ公務員組合 

COVID-19 コロナウイルス感染症 2019 

EC European Commission 欧州委員会 

EI Education International エデュケーション•インターナショナル 

EMSC  European Minimum Standard of Competences on Gender Equality ジ

ェンダー平等対策権限に関するヨーロッパ最低基準 

EPIC Equal Pay International Coalition 同一賃金国際連合 

EPSU European Public Service Union 欧州公務労連 

EU European Union 欧州連合 

EU MS European Union Member States 欧州連合加盟国 

ETUC European Trade Union Confederation 欧州労働組合連合 

ETUCE  European Trade Union Committee for Education 欧州労働組合教育委

員会 

FAI-CISL  Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana イタ

リア労働総同盟傘下農業食品および環境産業連盟 

FLAI-CGIL Federazione lavoratori agroindustria イタリア労働総同盟傘下農産業

労働者連盟 



 

viii 
 
仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

 

 

 

FLESTU Federation of Lithuanian Education and Science Trade Unions リトア

ニア教育科学労働組合連盟 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging / Netherlands Trade Union 

Confederation オランダ労働組合連合 

FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg オランダ•ヘルスケア専

門組織連盟 

GBVH  Gender-based Violence and Harassment ジェンダー関する暴力とハラ

スメント 

G7  Group of 7 先進国７か国グループ（フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、

日本、イタリア、カナダ） 

HORECA Hotel, restaurant and catering sector ホテル•外食産業セクター 

ICT Information and Communication Technology 情報通信テクノロジー 

IDWF International Domestic Workers Federation 国際家事労働者連盟 

ILC International Labour Conference 国際労働会議 

ILO International Labour Organization 国際労働機関 

ILO MNE Declaration ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy ILO多国籍企業及び社会政策に関する原 

則の三者宣言 

ILS International Labour Standards 国際労働基準 

ITUC International Trade Union Confederation 国際労働組合総連合 

IUF International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, 

Tobacco and Allied Workers’ Associations 国際食品関連産業労働組合 

連合 

LGBTI+  Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, plus セクシュアル•マイノ

リティ（性的少数者）の総称（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジ

ェンダー、インターセックス、その他） 

LVO  Landelijke Vereniging van Operatieassistenten オランダ全国オペレー

ションアシスタント協会 

MEAE  Ministère des Affaires Etrangères / French Ministry of Foreign Affairs 

フランス外務省 

MUT Malta Union of Teachers マルタ教師連合 

NIC-ICTU  Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions ア

イルランド労働組合会議の北アイルランド委員会 

NU HRCT Nordic Union for Workers in the Hotel, Restaurant, Catering and 

Tourism Sector 外食•観光産業従事者北欧連合 

NVAM Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers オランダ麻酔科

助手協会 

NVHVV Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen / Dutch 

Society of Cardiovascular Nursing オランダ心臓血管看護師協会 

NVLA  Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten オランダ呼吸機能

アナリスト協会 

NVLKNF  Nederlandse Vereniging van Laboranten Klinische Neurofysiologie オ

ランダ臨床神経生理学研究所 
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NVZ Dutch Association of Hospitals オランダ病院協会 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 経済協力

開発機構 

ÖGB Austrian Federation of Trade Unions オーストリア労働組合連盟 

PSA  Public Service Association – Te Pūkenga Here Tikanga Mahi ニュージ

ーランド公務協会 

PSI Public Services International 国際公務労連 

PSS Police Trade Union of Slovenia スロベニア警察労働組合 

RENGO Japanese Trade Union Confederation 日本労働組合総連合会 

SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 

SGWW  Strategic Group on Women and Work 女性と仕事に関する戦略的グル

ープ 

SNB-CFE-CGC Syndicat National de la Banque, de la Finance et du Crédit フランス銀

行•ファイナンス•信用金庫関係労働組合 

SPS Trade Union of Slovenian Police Officers スロベニア警察官労働組合 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 科学、技術、工学、

数学 

STC Servicio y Tecnología del Caucho ゴムに関する技術とサービス 

STUC Scottish Trades Union Congress スコットランド労働組合会議 

TU Trade Union 労働組合 

TUC Trade Union Congress 労働組合会議 

UDHR Universal Declaration of Human Rights 世界人権宣言 

UEAPME European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises 

欧州中小企業•手工業協会 

UGT General Union of Workers / Unión General de Trabajadores スペイン労

働総同盟 

UIL Unione Italiana de Lavoro / Italian Labour Union イタリア労働組合同盟

UILA UIL Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari イタリア農産労働組合同盟

UN United Nations 国連 
 

US United States アメリカ合衆国 

Ver.di  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft / United Services Trade Union 

ドイツ統一サービス労働組合 

VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland / Dutch National Disability 

Care オランダ国立障害者ケア協会 

W7 Women 7 邦題「荒野の女たち」 

WE EMPOWER – G7 EU, UN Women and ILO project “Empowering women at work 

through responsible business conduct in G7 countries” EU、UN 

Women、ILOプロジェクト「G7諸国において、責任あるビジネス行動を通

じて仕事での女性のエンパワーメントを推進する」 

WEPs The Women’s Empowerment Principles 女性のエンパワーメント原則 
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はじめに 

女性のエンパワーメントは、公正で持続可能な権利に基づく経済の前提条件です。それにもかかわら

ず、女性は今なお貧困、差別、搾取などを不当に受け続けています。さらに、ジェンダーに関する差別は

、不安定、低賃金労働に従事する女性の比重過多につながっています。 同時に、女性労働者数が多

い分野でも、意思決定職は男性中心の状態が続いています。 

これらの深刻なジェンダー格差は、国、地域、世界的な政策の取り組みにもかかわらず存続しており

、2008―2009年の金融危機の結果として、それが拡大したケース場合もあるのです。 最近では、

コロナ禍により、労働条件の不安定さや不公正がさらに明確になっています。 さらに、この危機によ

り、ジェンダー平等の促進や不平等の解消の目的が、現状を回復させる意図的な対応措置に含まれ

ている一部の場合を除き、不平等をさらに深め、悪化させる可能性があるのです。 

労働組合は、職場におけるジェンダー別の役割の現状打破に挑戦し、仕事の世界におけるジェンダ

ー平等を促進する上で非常に重要な役割を果たしています。多くの労働組合がジェンダー平等の視

点を職場に取り入れており、その結果として、ジェンダー平等達成に積極的に貢献しています。労働組

合によるイニシアチブは、女性を指導的地位に昇進させること、および同一価値労働同一賃金制の実

施、仕事での無差別な対応、ワークライフバランス、そして職場での暴力とハラスメントの防止と

その対処などに焦点を当てています。 

労働組合はかつて大規模な職場における男性労働者の友好団体でした。2 その状況は変化し

ているのですが、今なお、男性は会員数でも指導的地位を占める割合の双方の点で女性を上回り続

けています。女性の会員数に関しては、組合に加入している女性の数は過去10年間で増加してきて

います。 2019年11月、国際労働組合総連合（ITUC）は、世界163ケ国と332の地域にお 

ける関連組織3で会員数が2億人を超え、そのうち女性会員は8000万人以上であったと報告して

います。4公共機関では、より多くの女性雇用者が会員となる傾向があります。5国際労働組合総連

合（ITUC）および欧州労働組合連合（ETUC）内では、女性の会員率はそれぞれ平均42―43.5 

％です。6      ITUC加盟組織のうち、最高の意思決定機関における女性代表者の平均は28％です 

が、ETUC（欧州労働組合連合）加盟組織の場合、39の連合のうち11機関において女性が主要指

導的地位についています。 

女性労働組合員は、人種、性別、性的指向、性同一性、階級などの伝統的で永続的な構造的障壁を解

消するための労働組合活動の推進を支援しています。その上、女性のための経済的および社会的

公正、ジェンダーに基づく暴力やハラスメント、公平で持続可能な開発、そして環境保全や産業変革

にむけた公正な移行を含む、新旧の分野の様々な問題解決を提唱しています。 

しかし、労働組合への加入数の増加やリーダーシップにおける女性の存在感の高まりは、ジェンダー

平等促進において、自動的に実質的な変化をもたらすわけではありません。 ジェンダー平等を達成

するプロセスはより複雑であり、さまざまな制度や分野において体系的に変えていく必要があるの

です。たとえば、優れたガバナンスは、ジェンダー平等の好結果をもたらすキーポイントとなります。

現場での有意義な変革は、公共政策、プログラム、サービス、予算などを女性 
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と男性の双方の具体的な利益に変換するために、政府内および政府機関全体で実施される、バラ

ンスの取れた有能で強力なコミットメントと、明確で効果的なメカニズムが必要となります。7
 

特に公共政策においては、女性の権利や平等な待遇の確保、暴力やハラスメントへの対処、同一

価値労働同一賃金制の実行、育児や介護職の再評価、インフラと労働条件の適応、女性と男性の

両方に利益をもたらすような公益支出の分配など、まだまだ実践していくことは多々あります。 

労働者や雇用主を代表する社会的パートナーは、真の男女間の平等を実現していくために、社会的

対話を通じて、政策や実践例を形成する上で非常に重要な役割を果たします。 

このレポートは2つのパートに分けられています。第1部では、女性が労働市場や雇用の現場に

おいて直面している障壁に対処するために、労働組合が実際に行っている事例をご紹介し、ジェン

ダー平等が組合事業であるという事実を強調しています。また、ジェンダー平等に関する労働組合の

行動のガイドラインとなる国際的および地域的な最新規制方法やイニシアチブの概要などにも

言及いたします。第2部では、ジェンダー平等促進のための主要問題に関し、例示的な労働組合の実

例をセレクトし、真の変革をもたらすアジェンダ設定を目的とする、労働組合やその他の利害関係

者向けの一連の実用的な推奨事例をご提案します 

労働組合のジェンダー平等促進の実例をご紹介するこの冊子の編集は、EU、UN Women、ILO プ

ロジェクトである「G7諸国において、責任あるビジネス行動を通じて仕事での女性のエンパワー

メントを推進する」（WE EMPOWER – G7）の下、国際労働組合総連合（ITUC）の協力で作成され

ました。 この冊子は、仕事でのジェンダー平等を達成するために主要な利害関係者がこれまで実践

してきた実例をご紹介する一連のシリーズ出版物の一部です。このプロジェクトは、女性のエンパワ

ーメント原則（WEP）、ジェンダー平等に関する国際労働基準、および多国籍企業と社会政策に

関するILOの三者間原則宣言（MNE宣言）をガイドラインとします。 MNE宣言、女性のエンパワ

ーメント原則（WEP）、およびWE EMPOWER G7の詳細については、付録1および2に記載され

ています。 

方法論 

このレポートは、さまざまな情報源をもとに作成されました。 ITUC、ETUC（欧州労働組合連合） 

、ILO、欧州連合、ならびにG7諸国やEU加盟国の労働組合によって実施された研究実例を利用 

しています。 この文書では、労働組合の様々な実践例からセレクトしされた、3段階の方法論の結果

を取り上げています。まず第１ステップとして、WE EMPOWER-G7プログラム内で作成されたマッ

ピングと好実例を検証します。第２ステップでは、G7およびEU諸国の労働者組織関係の 職場にお

けるジェンダー平等に関する好実例を説明するオンライン広報用情報を準備します。第３ステップ

は、仕事の未来に向けたILO100周年創設記念宣言で明言されたジェンダー平等実現にむけた変

革的アジェンダの優先トピックに沿って、ITUCと全国労働組合代表から受け取った提案をもと

に最初の実践リストを作成します。 

労働組合の実践例からの選択は、労働組合内（指導的地位につく女性代表や社会のマイノリティ

ーグループ、その他若年労働者の代表などを増やすための割り当てシステム）と仕事の世界（ 部門

別団体交渉、企業レベルの合意、政策研究、ロビー活動、意識向上キャンペーン）の両方で 
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▶  X 表 1. 模範となる実例をトピックス、地理的位置、およびイニシアチブタイプ別に分類 

 

ジェンダー平等を支援するために行われたさまざまな形態の労働組合イニシアチブを紹介する

ことを目的として行われました。 

これらの実践例は、その変革的で再実践可能な性質、ジェンダー平等促進への好影響、国際労働基

準やその他の規制などのフレームワークに含まれる原則との整合性に照らして選択されました。 

その目的は、ジェンダーへの意識変革を促し、すでに対応開始済みの課題ではあるのですが、労働

組合がより一層女性の経済的エンパワーメントの推進に取り組むことができる方法を明確にしてい

くことです。 

掲載されている実例は一般に公開されている報告書からのものであり、G7およびEU諸国の労

働者組織のこれまでの経験に焦点を当てています。 しかしながら、この冊子を通じて、より多くの労

働組合会員が、それぞれの状況に適応して実践できるような新たなインスピレーションを得られる

ことが望まれます。 表1は、27の模範となる実例をトピックス、関係する労働組合の地理的位置、

およびイニシアチブのタイプ別に分類しています。 

トピックス 地理的位置（国・地域） イニシアチブタイプ 実例数 

労働組合指導
的地位への女
性の昇進 

• グローバル • グローバルキャンペーン 
• オーストリア • 若者の代表とジェンダー平等の促進 
• 日本 • ジェンダー平等のための行動計画 
• アメリカ合衆国 • 大会決議 

4 

差別のない、
同一価値労働
同一賃金制 

• ベルギー • 年次キャンペーン 
• アイスランド • 同一賃金管理システム 
• イタリア、マルタ、リトア • ジェンダー平等研修 
ニア • 「デジタルタレントのためのマニフェスト」 

• スペイン • ジェンダー平等監査 
• イギリス • 女性の雇用サミット 
• イギリス（スコットランド） 

6 

職場での女性
に対する暴力
とハラスメン
トの解消 

• グローバル • グローバルキャンペーン＃RatifyC1901 
• オーストラリア • 家庭内暴力に関する団体交渉協定 
• カナダ • 職場でのセクハラを阻止するための#DoneWaiting 
• デンマーク、フィンランド、 キャンペーンとガイドブック 

アイスランド、ノルウェ • セクハラと啓発キャンペーンに関する報告 
ー、 スウェーデン • 職場での暴力とハラスメントに関する団体交渉協 

• フランス 定 

5 

ワークライフ
バランスの
推進 

• ドイツ（2） • 介護責任のサポートに関する企業レベルの合意 
• イタリア • 柔軟な勤務形態と福利厚生に関する労働協約 
• オランダ • 育児に関する企業レベルの合意 
• スロベニア • 育児休暇に関する企業レベルの合意 
• スペイン • 労働協定と労働時間に関する労働協約 

• 家族休暇に関する企業レベルの合意 

6 

ケア経済にお
けるディーセン
トワーク 

• 欧州連合（2） • 啓発のための政策研究 
• ベルギー • 教育セクターにおけるジェンダー平等に関する行 
• オランダ 動計画 
• ニュージーランド • 家事労働者の賃金と労働条件に関する団体交渉 
• イギリス（北アイルランド） 協定 

• 介護休暇に関する労働協約 
• ケア部門における団体交渉協定と啓発 
• 育児政策に関する政策研究と啓発 

6 
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▶ 図 1. 性別組合参加率 2016/17 
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パート１: 

職場でジェンダー平等促進のために労働
組合レベルで行動する場面を設ける 

国家レベルでは、経済社会理事会、三者委員会、労働諮問委員会などの国単位の社会対話機関

における女性代表者数の過小傾向が見られます。これまでのエビデンスによれば、 交渉プロセ

スにおける女性の存在は、女性に利益をもたらす結果を得るためには不可欠であることを示唆

しています8 。したがって、女性が労働組合に従事し、労働組合および団体交渉 

プロセスにおいて指導的地位を占める機会が平等に与えられることが非常に重要になります。 

過去数十年の労働組合の最大の変化の1つは、女性会員の増加でした。 このプロセスは

1970年頃に始まり、ほぼすべての地域で発生し、北ヨーロッパの特定の国々やアングロサクソン

系の国々ではそれが顕著でした。今日、中央•東ヨーロッパ、北ヨーロッパ、カナダ、オーストラリ

ア、ニュージーランド、アイルランド、および英国の労働組合では、男性よりも女性の会員数の方

が多数を占めています。 G7諸国やEU諸国において、女性の組合参加率が最も低く、組合参

加率の性差が最も大きいのは、オーストリア、キプロス、ドイツ、ギリシャ、日本です（図1参照）。

ほぼすべての国で、女性組合員の割合は依然として増加しています。9 

 

 
 

資料: J. Visser, 2019年度 バランスの取れた労働組合, ILO ACTRAVワーキングペーパー、ジュネーブ 30 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_722482.pdf
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このような女性組合員数の増加は、女性のリーダーシップを高めるための準備となり、女性

のエンパワーメントを促進する上での社会的対話の場面を設けることにつながります。また、

地域的および国際的なフレームワークが国レベルのフレームワークに情報を提供し、政策に

おいて職場でのジェンダー平等を促進するための労働組合による取り組みのガイダンス提供に

非常に役立ちます。h 

1.1 社会的対話とジェンダー平等：行動の事例 

仕事における優れたガバナンス、ディーセントワーク、包括的な経済成長、民主主義、ジェンダー

平等は、健全な労使関係と効果的な社会対話の構築をもたらします。 社会的対話には、政

府間、または雇用主と労働者の代表者間における、経済的、社会的政策に関する共通の関心事項

についての、あらゆるタイプの交渉、協議、または単なる情報交換が含まれます。これは、3者

間または2者間での対話プロセスであるかもしれません。 

結社の自由とは、労働者と雇用主が自ら選択した組織を形成して参加する基本的人権を指しま

す。社会的経済的利益や、その権利と自由のために戦い、それらを保持していくことを可能にす

るために、労働者が集うものです。 それは「ILOの開発アプローチ[中略]の基礎であり、すべ

ての男性と女性が自由、平等、安全、人間の尊厳という条件のもとで、公正かつ生 

産的な仕事を得る機会を確実に与えられることを保証する」という点につながります10。それは

、また、女性のエンパワーメントプロジェクトの重要要素であり、ジェンダー平等を支援する団体

交渉を積極的にサポートするため、組合に加入または結成する権利を付与するものでもある

のです。 

女性運動とそのための組織は、伝統的に女性の経済的、社会的、政治的権利の擁護において

重要な役割を果たしてきましたし、社会変革の主要な原動力であり続けています。 団体交渉協

定（企業協定、団体労働協約、職場協定とも呼ばれます）を含む社会的対話への女性の参加

は、より多様で民主的な意思決定プロセスの確率に大きく貢献します。そして、 意思決定機関へ

の女性の積極的な参加は、仕事の世界における女性の利益を追求するための重要な前提

条件であると考えられています。11
 

団体交渉とは、個々の雇用主や複数の雇用主からなるグループ、または1つ以上の雇用者団

体と、他方では1つ以上の労働者団体との間で行われる交渉として定義されています。12 交

渉は、労働条件を規制する労働協約の締結につながり、女性労働者の経済的地位を改 

善や、女性の経済的エンパワーメントを促進する上で重要な要素となります。 

ジェンダー平等は、多くの場合、労働組合の女性委員会の形で制度化されており、国を超えた労

働組合運動における女性の役割と行動の拡大により、団体交渉においても重要な位置を

占めています。 たとえば、2017年に、50-75％のEU加盟国で開催された全国レベルでの社

会的対話では、雇用条件、年金改革、スキル、トレーニングと雇用問題、およびジェンダー平等に

関する項目が討議されました13。 特に、賃金、ワークライフバランス、ハラスメント 
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▶ 図 2 男女間賃金格差（平均係数調整済み）と労働組合密度   最新年版 

 

 

 
や暴力に関する点が交渉のテーブルに取り上げられ、労働市場における女性にとって有利な

結果をもたらしました。 

セクターや企業内および部門間の賃金格差を縮小するという観点から、労働協定は、賃金

の透明性や、女性が大部分を占める職業における賃金の加増などを推進し、職種や賃金シス

テムにおける性別の偏りに対処するためのジェンダー中立な職務評価の促進を可能にし

ます。 ILOの調査によると、高所得国では、労働組合の密度が高いほど、男女の賃金格差が小さ

くなります（図2）。  米国では、組合契約の対象となる女性たちが経験した男女賃 

金格差は、契約対象外の労働者が経験する賃金格差の約半分しかありません14。カナダでは

、2019年に、組合に加入した女性労働者は、未加入者と比べて、平均して6ドル以上の時給を

得ています。15
 

 

 

 

出典: ILO, 2019年版 A quantum leap for gender equality: For a better future of work for al（l, ジェンダー平等の飛躍的進

歩：全人の仕事のより良い未来のために）71 ILO, 2018年版とILOSTAT, 2019年版から 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf


8 仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

パート１: 職場でジェンダー平等促進のために労働組合レベルで行動する場面を設ける 

 

 

 

団体交渉のレベルやその方法も、ジェンダー賃金格差に影響を与えることができるのです。集団

交渉プロセスがより集中化されればされるほど、ジェンダー賃金格差は小さくなります 
16。全体的および特定のジェンダー賃金の不平等に取り組むのに役立つ要素はほかにもあ 

ります。賃金設定メカニズムにジェンダーの考慮事項を含めることや、正式な苦情処理プロセス

の利用ができるようにすること、賃金の苦情に対処する際に女性の代表者を採用することなど

です。 たとえば、フランスとスペインでは、定期的な平等交渉やじゃんだー平等計画の採用が国

内法で義務付けられています。ベルギーでは2012年に、職種上のジェンダー中立性に基づい

て、部門間協定に同一賃金措置を含めることを義務付ける法律を採択しま 

した17。これにより、労働組合が同一価値労働同一賃金制について交渉する法的枠組みが設定

されたのです。 この2012年の法律の結果として、ベルギーではジェンダー間の賃金格差が大

幅に減少し、現在では世界で格差最小の国の1つとなっています18。 

労働組合の活動にジェンダーの視点を組み込むには、労働市場における女性の特定のニー

ズとその状況の多様性を考慮に入れ、組合にとって必ずしも容易ではない統合的かつ変革的なア

プローチが必要となります。それには、女性問題に関する特別な決議の採択、プロジェクトへの

女性組合員の参加など女性のための特定プログラムの実施、労働組合文書の中に女性に関する

項目の追加、または女性の会議の開催などが重要になります。 これらの取り組みはジェンダー

平等問題の関心を高めるための前向きな一歩ですが、ジェンダーの視点を統合することは、とり

わけ、自らの態度を改め、女性の声やそれらの団体を取り上げ、さまざまなニーズに合わせて組織

し、仕事面や私生活でも、ジェンダーに焦点を当てたアプローチを採用していくことを意味し

ます。 

これらの要件を満たす労働組合活動は、仕事の世界でジェンダー平等を実現するために非常に

重要な手段です。労働組合は、ジェンダー差別解決を目標として、包括的賃金決制を促進し、特

定のジェンダー賃金平等措置の拡大を追求し、意思決定権をもつ女性の代表を増加させること

で、ジェンダー格差、特に定着したジェンダー賃金格差解消対処に効果的に貢献することがで

きるようになります19。 

労働組合は、2つのアプローチを採用することにより、ジェンダーの不平等に対処することに成

功しています。 一つは、一般的なジェンダー平等戦略を推進、もう一つは、女性の特定の労働条件

の改善や賃金の問題の解決策です。例えば、ジェンダー間の賃金格差を縮小し、より包括的で

ジェンダー平等の雇用や労働市場の拡大、推進に役立つ団体協定を交渉していくという組合

ならではの立場に遂行です。 
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1.2 1.2 国際政策の枠組み 

国際的な政策の枠組みには、国際労働基準（ILS）と中核的な国際人権文書があり、最重要

要件として、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（CEDAW）が含まれてい

ます。国際労働基準やその他のILO規範的文書は、187の加盟国政府、雇用者および労働者

組織からの代表者で構成される国際労働会議によって採用されています。それらが一緒にな

って、ジェンダー平等の世界基準を提案することで、このような基準や規約は改善行動のための

強力で権威ある枠組みを形成することができるのです。 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国連（UN）条約（CEDAW）は、「両性のい

ずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣

習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修

正すること（第5条）」の実施に向けて適当な措置をとることをもとめています。 

CEDAWに基づく1993年の女性に対する暴力の撤廃に関する国連宣言では、暴力を「女性 

に身体的、性的、心理的危害または苦痛をもたらす、またはもたらす可能性のあるジェンダーに

基づく暴力行為」と定義しています。 また、ジェンダーに基づく暴力はジェンダーの不平等の現

れであることも認識しています。 

1995年の第4回世界女性会議と、その会議後の北京宣言およびプラットフォームは、12の重要な

懸念地域向けの実践事項を明記し、幅広い変化に向けたアジェンダ作りを呼び掛けています。

それは、以下に要約されます。 

1. 女性と貧困 

2. 教育や研修参加への不平等さ 

3. 女性と健康 

4. 女性に対する暴力 

5. 女性と武力紛争 

6. 女性と経済 

7. 権力と意思決定における女性 

8. 制度的メカニズム 

9. 女性の人権 

10. 女性とメディア 

11. 女性と環境 

12. 女児 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
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最近では、持続可能な開発のための2030アジェンダには、持続可能な開発目標（SDGs）に 

SDG5「ジェンダー平等を達成しすべての女性と女児に力を与える」が含まれています。その目

標には、女性と女児に対するあらゆる形態の差別と暴力の終結、有害な習慣の排除、無給で行

われる育児や介護、家事労働の価値の認識が含まれます。SDG 8「包括的経済成長、完全かつ

生産的な雇用、すべての人のためのディーセントワーク」には、同一価値労働同一賃金制に関

する目標も含まれています。 

ILOの条約と勧告は、仕事における男女平等に関連する国際労働基準を定めています。 これ

らには以下が含まれています。1951年の同一報酬条約（第100号）および勧告第90号。 差別

（雇用および職業）条約1958年（第111号）および勧告第111号。 家族的責任を伴う労働者

条約1981年（第156号）および勧告第165号。 2000年の母性保護条約（第183号）および勧

告第191号。 さらに最近では、2019年の暴力とハラスメント条約（第190号）および勧 

告第206号。20これまでに173か国が同一価値労働同一賃金に関する条約第100号を批准 

し、175か国が第111号条約に批准しています。 雇用と職業における無差別について。第

156号条約には45か国が、第183号条約については38か国が批准しています。21
 

第190号条約と勧告第206号は、ジェンダー平等に関して採用された最新の国際基準です。そ

れは、すべての労働者がジェンダー関係を含むし暴力やハラスメントから解放され、働く権利を

有することを認める進歩的で包括的かつ歴史的な労働基準を定めたものです。労働運動は、こ

れらの手段の採用において重要な役割を果たしてきました。暴力とハラスメントを定義し、仕事

の世界で、ジェンダーに基づく暴力を含む、あらゆる形態の身体的、心理的、性的暴力やハラスメ

ントを排除することに焦点を当てています。 条約はまた、家庭内暴力もその対象としており、

DVが雇用、生産性、健康や個人の安全への大きく影響することを認めています。それらの影響を

、仕事の世界のさまざまな関係者が認識し、対応し、改善にむけて対処することが重要となり

ます。 

これらの条約と勧告に加えて、次の2つのILO宣言も非常に重要となります。 1998年に採択さ

れた労働における基本的原則と権利に関する宣言は、関連する条約を批准しているかどうか

にかかわらず、すべてのILO加盟国が4つのカテゴリーの原則と権利を尊重し促進すること

を約束しています。そのカテゴリーは次のとおりです。結社の自由と団体交渉の権利の効果的な承

認。強制労働の撤廃および児童労働の廃止。雇用と職業に関する差別の撤廃。ジェンダー平

等に基づく同一価値労働同一賃金の原則。 

1977年に採択され、最近では2017年に複数回更新された、多国籍企業及び社会政策に関す

る原則の三者宣言の原則は、社会政策と包摂的で責任ある持続可能なビジネス慣行に 関し

て、企業（多国籍企業及び国内企業）に直接の指針を示したILOの唯一の文書です。 その原則

は、多国籍及び国内企業、本国と受入国の政府、労使団体に、雇用、訓練、労働•生活条件、労使

関係、一般方針の諸分野にわたる指針を示しています。そして、この指針は国際労働基準（ILO

の条約や勧告、MNE宣言の附属書に明確に記載）に定められた原則に深く根 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12030%3A0%3A%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A3999810%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A12100%3AP12100_INSTRUMENT_ID%3A4000085%3ANO
https://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_DECL_EN/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--en/index.htm
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ざしており、ジェンダー平等に直接的または間接的に関連するいくつかの勧告も含まれていま

す（附属1参照）。22
 

 

1.3 欧州連合およびその他の欧州の政策枠組み 

EUの法律と戦略は、ジェンダー平等に基づく同一賃金制の確立に向けて、ローマ条約 

（1957年）第119条（現在は第141条）に基づき、EU創設メンバーの最初のアプローチによ 

って導かれてきました。 このアプローチは、憲法の枠組みの中で同一労働同一賃金または同

一価値労働同一賃金の原則を祀っています。そして、一連の画期的な拘束力のあるジェンダ

ー平等や差別禁止指令の施行を促してきました。23 またEUは、その後、すべての政策分野お

いてジェンダー平等主流化を適用するというコミットメントを強化しています。 

2019年、EUはワークライフバランスに関する新しい指令を採択しました。 ごく最近、EUは、

新しいジェンダー平等戦略（2020-2025）の一環として、EUにおけるジェンダー賃金格差に取

り組むことを目的として、賃金透明性指令に取り組むことを約束しました。 この戦略は、特に賃

金制の透明化、ワークライフバランス、女性に対する暴力の排除など、女性の公平な雇用問題に

取り組んでいます。女性と男性の両方に、経済の全部門や政治活動へ参加する機会を与えるこ

とも、新しい戦略の重要な側面です。 最近、EUでは、2012年に提案されたWomen on Boards

指令の採用を促進する計画を復活させました24。この提案は、過小評価されている性に属す

る者が最低４０％は、公共、民間を問わず欧州上場企業の取締役会の非常勤メンバーに選

出されるべきというの目標を設定しています。 

ジェンダーに基づく暴力と闘うための欧州連合の立法上の公約はまだできていませんが、職場

でのセクハラは、雇用と職業における平等な扱いに関する指令2006/54 / EC25に含まれてい

ます。商品やービスの平等な扱いに関する指令2004/113 / EC26; 自営業における平等な扱い

に関する指令2010/41 / EU27でも言及されています。 

指令2006/54/ECは、セクシャルハラスメントを「人の尊厳を侵害する目的または効果を伴う

、性的性質をもつ形態の望ましくない言語的、非言語的、または身体的行為[...]、特に 威圧的、敵対

的、品位を傷つける、屈辱的な行為、または不快な環境に追い込むこと」 と定義しています。ま

た第26条（差別の防止）では次のように明記されています。「加盟国は、国内法、労働協定や慣

行に従い、雇用主および職業訓練責任者は、職場や、雇用の場面、職業訓練 や昇進などにあた

り、性別を理由としてハラスメントやセクシャルハラスメント、その他あらゆる形態の差別を防

止するために、効果的な措置を講じることを奨励する」 

被害者の権利、支援、保護に関する共通の最低基準を示す被害者の権利指令、指令

2012/29/EUでは、暴力の被害者である女性のための様々な重要措置が明示されています。こ

の指令は、犯罪被害者の権利を強化し、EU内のすべての被害者が、国籍や犯罪発生国がEU内

のどの国かにかかわらず、最低限の権利、保護、支援、司法へのアクセスを受ける権利を認めて

います。28
 

https://www.google.com/search?q=eu%2Bgender%2Bequality%2Blegislation&rlz=1C1JZAP_enBE893BE893&oq=EU%2Bgender%2Bequality%2Bleg&aqs=chrome.0.0j69i57j69i60l2.8883j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=eu%2Bgender%2Bequality%2Blegislation&rlz=1C1JZAP_enBE893BE893&oq=EU%2Bgender%2Bequality%2Bleg&aqs=chrome.0.0j69i57j69i60l2.8883j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=eu%2Bgender%2Bequality%2Blegislation&rlz=1C1JZAP_enBE893BE893&oq=EU%2Bgender%2Bequality%2Bleg&aqs=chrome.0.0j69i57j69i60l2.8883j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9438&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
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EU内の社会的パートナーも、ジェンダーに基づく差別、特に暴力やハラスメントを減らすよう努

めてきました。 2010年、サービスセクターにおけるヨーロッパの社会対話パートナーは、職場

における第３者からの暴力やハラスメントに取り組むためのマルチセクターガイドラインを作成

しました。これは、次のような重要点を取り上げた好実例です。「パートナーシップアプローチ。

明確な定義。リスク評価による予防。意識向上。トレーニング。明確な報告とフォローアップ。」 

ガイドラインは、「予防と訓練に関する意識向上から報告方法、被害者への支援、評価と継続的

な改善までのすべての側面をカバーする全体論的アプローチ」を促進している。30成長への対

応として作成された。 ヘルスケア、教育、地方自治体、小売、商業、および民間のセキュリティに

おける第三者の暴力のレベル。明確な定義; リスク評価 

による予防; 意識向上、トレーニング; 明確な報告とフォローアップ。そして適切な評価29」ガイ

ドラインは、ガイドラインは、「予防と訓練に関する意識向上から報告方法、被害者への支援と

評価、継続的な改善まで、あらゆる側面をカバーする包括的なアプローチ」30を推進しています

。成長への対応として作成された。 これらは、介護職、教育、地方自治体、小売、商業、および民

間のセキュリティ職種における第三者による暴力のレベルの高まりへ対応するために作成さ

れました。 

ジェンダー平等に関連するいくつかの重要な欧州フレームワーク協定31は、ビジネスヨーロ

ッパ、欧州公共企業センター（CEEP）、欧州中小企業•手工業協会（UEAPME）、ETUC（欧州労

働組合連合）などの欧州の社会的パートナーによって採択されました。 とりわけ、これらの協

定は、雇用主、労働者、および彼らの代表者が職場での受けるハラスメントや暴力の問題を特定

し、その防止と管理を目指し、ワークライフバランスを促進し、パートタイム労働を規制するた

めの行動指針の体制つくりの基盤となります。 

他のヨーロッパの規範的取り組みには、2011年5月11日にトルコのイスタンブールで署名

された人権条約であるイスタンブール条約としてよく知られている、女性に対する暴力と家

庭内暴力の防止とその撲滅への闘いに関する欧州評議会条約が含まれます。 条約の目的は

、暴力を防ぎ、被害者を保護し、加害者に責任を課していくことです。 

1.4 G7ジェンダー政策への取り組み 

TG7は、2019年にビアリッツで開催された会合で、フェミニストによる外交政策の推進を

含む、ジェンダー平等のための政策枠組みを作成しました。 2020年3月、COVID-19感染が

激化する中で、女性への悪影響が明らかになるにつれ、2018年と2019年のG7ジェンダー平

等諮問委員会のジェンダーの専門家で構成されたメンバーは、毎年恒例のサミットでG7

リーダーに提言を行いました。この コロナ危機に、ジェンダーの側面を考慮することの重要性

を示し、世界中のジェンダー平等と女性の権利の悪化を防ぐよう、G7加盟国に緊急に要請

したのです。 そのうえで、ILO、UN Women、および欧州連合はまた、G7諸国に対し、COVID-

19危機の中でジェンダー平等を促進するための適切な措置を講じるよう求めています。 

https://epsu.org/article/european-social-dialogue-multi-sectoral-guidelines-tackle-third-party-violence-and-1
https://epsu.org/article/european-social-dialogue-multi-sectoral-guidelines-tackle-third-party-violence-and-1
https://www.etuc.org/en/social-partners-framework-agreements
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.gouvernement.fr/en/meaningful-results-for-gender-equality-obtained-at-the-g7-summit
https://womendeliver.org/2020/step-it-up-g7/
https://womendeliver.org/2020/step-it-up-g7/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744753/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
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以前のG7ジェンダー諮問委員会の勧告には、暴力の犠牲者に対する有給休暇の採用や、女

性の非公式契約から正式雇用契約への移行、より良い医療サービス提供などが含まれていま

した。 とりわけ、2019年6月のG7ソーシャルコミュニケーションでは、女性と女児のSTEM 分

野への就業や研修参加などが求められました。32また、ジェンダーに基づく暴力の防止や

ジェンダー平等イニシアチブ、職場でのハラスメント、ワークライフバランスの問題、同一価値

労働同一賃金について政府と協力し、三者参加の勧告を発表しました 

W7は、G7と並んで、G7諸国だけでなく、世界の他の地域からのフェミニスト市民社会組織を

結集させています。 その目的は、G7の統治者が、2019年以降、世界中の女性と女児の生活

に具体的かつ永続的な影響を与えるはずの政治的および財政的措置を確実に採用するこ

とにあります。 W7は、G7のリーダーたちに、真にフェミニストで、ジェンダーを変革し、伝統的

および家父長制の封建的あり方を是正するよう、さまざまな政策の採用を求めています。 

https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/a014c309854467aff0880b1fd3a20d25bc707dd2.pdf
https://w7canada.ca/
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パート2: 

ジェンダー平等と
労働組合の行動： 
好実例 

世界中で、労働組合は、職場での労働者の組織化、会員への情報やアドバイスの提供、労働条件

や職場方針の改善について雇用主と交渉する際や、会員を代表して国内法の改善を求め

る際などに極めて重要な役割を果たしてきました。労働組合が対応し得るさまざまなタイプ

の措置やイニシアチブがあります。たとえば、次のとおりです。 

8 ジェンダー平等の問題に対する意識を高め、その取り組みを監視する。 

8 国内および国際法と慣行の改善を提唱し、キャンペーンを行う。 

8 法が認めるの権利を強調し、団体交渉協定（CBA）を通じて法律を改善する。 

8 労働者による自らの権利保守を支援する。 

8 女性労働者の多様性を考慮に入れ、女性労働者と相談し、それを代表する。 

8 ジェンダー平等に関連する問題を含め、意思決定における平等な代表行動を促す。 

8 雇用主や雇用主の組織とジェンダー問題に関する労働協約を交渉する。 

8 職場および組合内におけるジェンダー平等対策の策定、見直し、監視。 

8 すべての労働問題に対してジェンダー平等に対応したアプローチの開発。 

8 研究活動を支援し、職場での女性の経験をより際立たせる。1
 

以下の概要は、労働組合が職場でのジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメント促進のた

めに開始した、さまざまな分野における優れた実例の説明です。 

8 女性を労働組合の指導的地位に昇進させる。 

8 雇用における無差別と、同一価値労働同一賃金制の達成。 

8 仕事の世界における女性に対する暴力とハラスメントを排除する。 

8 ワークライフバランスと育児介護責任の平等な分担を促進する。 

8 介護職におけるディーセントワーク化を達成する。 

これらの5つのテーマの下、27のイニシアチブがそれぞれ、名称、国名、関係する労働組合、対

象となる職種、そいて実際に行われた対策や措置のタイプを明示され、背景となる情報と主

な結果の簡単な説明（利用可能な場合）を添えてご紹介いたします。 その他の参考資料など

の参照は、付録3に記載されています。 
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2.1 労働組合の指導的地位への女性の昇進 

女性が自らのニーズや懸念事項を整理し、それらを表明する方法を持つことは、最初に行

われるべき基本的なステップです。2 女性の組合参加を支援し、女性労働者間の連帯、を促進

するための意識向上キャンペーンは、女性の組織、特に女性の非正規雇用労働者や移民労働

者の組織を育成する上で重要な役割を果たしてきました3。 

労働組合の組合員として女性にも平等に代表権を与えることは、組合の指導的立場および意

思決定プロセスや上部組織において、積極的な措置として、ジェンダーに平等な代表者選出

方法を確立していくためにも非常に大切です。 仕事の世界では、以前からの固定観念として

ジェンダー別の役割分担や、男性優位の文化、女性の育児介護責任に注意を払わない傾向が

続いており、労働組合も、このようなジェンダーの不均衡を、組合のガバナンスシステムに中で

も長い間続けていました。 

このような状況は、多くの女性が労働力として参入するにつれて変化してきており、労働組合は

インクルーシブで多様的な組織になるために、さらに努力しています4 。世界レベルでは、女性

も平等に指導的地位に選出され、参加できるような措置が増えています。 2006年に採択され

、最近では2018年に改正されたITUC憲章で、すべての指導機関における女性 

の権利、ジェンダー平等、および、すべての指導的立場に、女性の平等にかつ完全なる参加 

を認めることを義務付けています。 2018年のITUC議会では、世界的な労働組合運動は、指

導的立場に最低40パーセントの女性代表をいれるという目標を設定しました5。 

また、ITUCは、これまで多くのキャンペーンを実施してきました。そのうちの一つである

2014年に実施された「Count Us In！（私たちに期待してね）」キャンペーンでは、加盟組織の

少なくとも80％が、2018年までに意思決定機関に30％の女性代表選出を達成するという

野心的な目標を設定しました。また 女性の会員数の5％増加もその目標の一つでした（キ

ャンペーンの結果の詳細については、以下を参照してください）。「Decisions for Life（人生の

決断）」キャンペーンは、14か国の新世代の若い女性リーダーに力を与えること(エンパワーメ

ント)を目的としています。「Labour Rights for Women（女性労働者の権利）」プロジェクト

は、脆弱な雇用状態にある女性たちを組織化し、彼女たちの団体交渉と社会的対話への参加を

促しました。多くのグローバルユニオンは同様のスキームをもっています。たとえば、UNIグロ

ーバルユニオンは、若い女性の労働組合員が、将来のリーダーシップに備えるためのメンタリ

ングプログラムを実施しています。このプログラムは、すべてのUNI意思決定機関で40％の女

性代表を確保するキャンペーンである「40for40」によって、より強化されています6。 

現在、世界レベルの労働組合の最高意思決定機関における女性会員数は、わずか28％で7
 

、欧州労働組合の場合は35％8。今後リーダーシップの多様性を高めることが継続的に求めら

れています。このような状況を鑑み、特に女性のための、よりジェンダー平等に対応した組織戦

略が生まれています9。ヨーロッパでは、労働組合組織の大多数が特定のジェンダー 
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またはより広範な意味での平等/多様性対応委員会（それぞれ61％と18％）を設置してい

ますが、約16％の労働組合では未設置です。同時に、組合の70％では、組織内の女性代表に

関する内部運営戦略（たとえば、内部ガイドラインやクォータシステム）を有しています10
 

。G7諸国の場合、労働組合における女性代表状況は上記とほぼ同様で、約30パーセント前 

後の参加率です。一部の国では、代表の性的ギャップを減らすためにクォータシステムを利用し

ています。たとえば、英国の労働組合会議（TUC）では、団体交渉委員会にこのシステムを導入

し、組織内で十分な女性の代表を確保しています。ドイツの労働組合も同様です11。 

ただし、女性が、労働運動の最高レベルのリーダーについているところもあります。ITUC（国

際労働組合総連合）は、2億700万人の労働者を代表する世界最大の労働組合連合であり、

3つのグローバルユニオン•フェデレーション（UNIグローバルユニオン、IUF、PSI）は現在女性

リーダーが率いています。英国のように、ますます多くの全国労働同盟が女性リーダーを選出

しています。 

国レベルでは、労働組合の内部統治構造や団体交渉の担当者にも、女性が平等に参加し代表

して制出されるよう、クオータシステムなど積極的な措置を採用する組合も多くなっています。

すべてのグローバルユニオンがこのようなクオータシステムを導入しており、国際建築木材労働

者連盟や国際運輸労連など男性中心のセクターで、女性メンバーが活躍しています。 

これらの努力の結果、女性代表の増加や組織運営に好影響を与え、組合の活性化に貢献して

います12。たとえば、スペインでは、一般労働者連合（CGT）が意思決定機関における各性別

割り当てをそれぞれ最低40％とするクオータ制を実施しています13。 

クオータ制の外に、女性委員会とそのネットワークは、国内、地域、および国際レベルでの労働組

合運動への女性参加を、中心になって推進しています。 また、労働条件の改善やワークライフ

バランスの改善を提唱し、ジェンダー差別、不当な扱い、ジェンダーに基づく暴力やハラスメント

のない職場環境を構築することにより、ジェンダー平等に基づく職場作りアジェンダを推進す

る上でも重要な地位にあります14。 

労働組合は、女性の昇進をサポートする制度的メカニズムの構築に取り組んできました。これに

は、制度的コミットメントや委員会、部署やその他の専用機関の設立、ジェンダー平等推進の戦

略や政策の採用と実施などの重要要件が含まれており、女性が意思決定においてより大きな役

割を果たし、職場での暴力に対処していくことができるよう、これのメカニズムを通じて女性を

訓練していくことも含まれます。労働者組織は、あらゆる年齢の労働者に非公式の教育機会を提

供しており、女性リーダーが地方、地域、国内および国際政治に参入するための訓練の場を提

供することにもつながっています。 
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Count Us In（!  私たちに期待してね！）グローバルリーダーシップにおける女性16
 

 

 

 

 

 

 
 

2017年の女性会議で、ITUC女性委員会が中心となり、組合自体の変革やリーダーシップを

通じて女性の平等かつ公平な代表選出を達成されるため努力を強化し、若い女性のため

のメンターシッププログラムをさらに発展させるよう加盟組織に働きかけました。 2018年会

議後の公約に続き、2019年、ITUCは「Women in Global Leadership（グローバルリーダーシ

ップを担う女性）」と題するパイロットトレーニングプログラムを開始しました。これは、労働者

組織における女性のリーダーシップを支援し、次世代のフェミニスト労働リーダーを育てるこ

とを目的としています。15
 

以下の事例は、労働組合が女性を労働組合の指導的立場に昇進させるための、他の対策です

。 

 

労働組合: ITUC 

セクター: 全分野 

イニシアティブのタイプ: グローバルキャンペーン 

背景と詳細: 2012年、国際労働組合総連合（ITUC）の女性委員会は、労働組合組織および

労働市場全般における女性の地位の評価を行いました。 当惑するような結果が出ました。

ITUC加盟の労働組合の女性会員数は40％ですが、女性は組織の上位2つのポジションの15

％未満しか担っていません。この課題に対し、女性委員会は、組織の改善を加速し、2018 年

までにITUC加盟組織の意思決定機関において、少なくとも30％の女性代表選出を達成す

るため、世界的なキャンペーンを呼びかけました。 

“Count Us In!” キャンペーンは2014年5月の第3回ITUC世界会議によって承認され、特に介

護•育児などケア職の役割に焦点を当てて、労働市場における女性の進歩を妨げる構造的

問題にも対処できるよう、キャンペーンの範囲をさらに拡大しました。 

ボックス 1: ライフ・ストーリー:「組合が私にしてくれたこと」 

アンジェラ•レイナー：英国国会議員と元教育国務長官。16歳で妊娠し、卒業資格を得ずに学校を中 
退。UNISON（英国公務員組合）の職場代表になった後、彼女は次のように述べています 

です。私は16歳で妊娠し、学校でも失敗して世界を失望させたと思っていました。彼らはそんな底辺 
[組合員となり] 何の価値もないと思っていた公営住宅住いの女子であった私を救い出してくれたの 

ると感じられる女性へと成長させてくれたのです。[…]彼らは私に生涯学習を与えてくれました。職 
にいた私を、世界を征服し、意義のある何者かになり、人々 を助け続け、自分を誇りに思うことができ 

してくれたことです。 
場には、私たちに機会を与えてくれた学習の担当者がいました。それが労働組合運動が私のために 

出典: TUC150. Angela Rayner MP. A remarkable journey to Westminster. 

https://tuc150.tuc.org.uk/stories/angela-rayner-mp/


19 仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

パート2: ジェンダー平等と労働組合の行動：好実例 

 

 

「女性のリーダーシップ -女性の昇進のための組織的対応」日本18
 

 

 

 
このキャンペーンの成果は、2017年にコスタリカで開催された第3回ITUC世界女性会議/ 

組織会議で評価されました。ITUC加盟組織の女性の会員率は平均42％でしたが、それでも

女性の指導的立場への選出率はかなり低いものでした。 キャンペーンには、多くの加盟組織が

関与し、大幅な改善がなされました。組合の最高意思決定機関における女性の平均代表率は現

在28％であり、トップのリーダーシップポストの7％が女性によって占められています。ITUC

の「Women in Leadership(女性のリーダーシップ)」キャンペーンは現在、女性のリーダーシ

ップポジションを占める割合を40パーセントまで増加させています。 

 

労働組合: オーストリア労働組合連盟 (ÖGB - Austrian Federation of Trade Unions) 

セクター 全分野 

タイプ: 労働組合における法定された青年の代表 

背景と詳細: 1972年来、青年層の代表者は、5名以上の若者を雇用しているオーストリアの

企業における法で定められた代表者選出メカニズムの一部となっています。青年代表選出を法

的に義務付けることで、ÖGBの青年組織は若年労働者を完全に代表的する組織に進化し

ました。 

青年の代表は、例えば、より多くの女性インターン見習いの採用を呼びかけたり、女性の組合への

入会や女性の指導的立場への選出率を向上されるよう組合に働きかけるなど、職場におけるジ

ェンダー平等を推進してきました。 青年代表はまた、職場を超えて活動し、例えば青少年センタ

ーを訪問することによって、若い労働者に積極的に手を差し伸べています。ÖGBの青年組織の理

事会には50％の性別クオータシステムがあり、組合はケータリングやホテルなどの女性

労働者が大半をしめる部門でも積極的に活動しています。 

この実例は、若者の代表者たちが、より多くの女性見習いの採用を要求し、労働組合おける若い

女性代表者の積極的選出などを奨励し、それらの行動を通じて、仕事におけるジェンダー

平等が促進できることを示しています。 

労働組合: 日本労働組合総連合会 (連合) 

セクター: 全分野 

タイプ: ジェンダー平等のためのアクションプラン 

背景と詳細「: ジェンダー平等」または「多様性」の概念があまり一般的に理解されておらず、 

「女性の進歩」に重点が置かれていた2013年に、このプログラムは始まりました。 ごく最近

、急速に発展する世界的な傾向に沿うように、2つの概念が今まで以上に受け入れられるよう

になりました。 その傾向は、2019年に連合が採択した新しい行動方針「私たちが未来を変え

る～安心社会に向けて～」に影響を及ぼしています。 この指針では、性別、年齢、国 

「労働組合における若者の代表を通してジェンダー平等を促進する」オーストリア17
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「決議 19: 活発な労働運動のための多様的で包括的なリーダーシップ」米国 

 

 

籍、障がい、雇用形態などを問わず、多様性を受け入れ、支え合う職場や社会の普及を目指しま

す。この目標を達成するために、連合は、男性と女性の平等な参加、および関連法の採択や職場

環境の改善など、「真の多様性」の他の側面のためのイニシアチブを推進します。 

アクションプランに関して：労働組合、政治、経済分野などで指導的地位にある女性の割合を国

際レベルに引き上げるために、クオータ制を導入するなど、積極的な行動を強化することに

より、女性の昇進を推進します。意思決定の立場にある女性の割合は、2020年9月までに30パ

ーセントを達成目標としています19。 

労働組合: アメリカ労働総同盟産業組織会議（AFL-CIO） 

セクター: 全分野 

タイプ：大会決議 

背景と詳細: 組合の指導者は、組織と職場における公平性の必要性を認識しています。 多様で

包括的な労働運動は、将来の労働力につながり、それを代表するためにも不可欠な要素です

。決議19は2017年に採択され、AFL-CIOの全体的な多様性イニシアチブの一部であり、組

織の多様性を高めるため、様々な措置を実施するよう組織に奨励しています。その後 

「決議20：現在および将来のための多様的で包括的な労働運動の構築」（2013）が続き、ラ 

ンク全体の多様性を監査する必要を求めています。しかし、その 進展が遅くれていたため、

決議19は、女性、有色人種、移民、およびLGBTIコミュニティのメンバーのリーダーシップを

促進するための、以下の行動の指針を打ち出しています。1）説明責任 2）求人 3）候補

者のサポート  4）イノベーション  5）文化の変化20
 

最終評価はまだ用意できていませんが、発生した課題のいくつかには、一部の組合でいま

だにはびこっている反ジェンダーのイデオロギーに対抗した例が含まれます。 

2.2 差別のない同一価値労働同一賃金制 

世界173か国がILO条約第100号を承認していますが、世界の女性の収入は依然として男性よ

りも平均20％少ない状況です21。また障害者や先住民族、人種差別やLGBTI+などの社会的弱

者や脆弱な状況にある女性グループの場合、このギャップは さらに大きくなります22。女性が

経験するこのような賃金格差は、単なるジェンダーの不平等というより、もっと広い範囲で考慮

されなければならないものがあります。その原因は、女性の有給雇用へのアクセスが未だ制

限されていることや、女性のスキルが十分に活用されていないこと、家庭内での仕事の不平

等な分割、職業上の性別分離、および女性に対する低賃金で脆弱な雇用 形態の蔓延などがあ

げられます。 差別の禁止と同一価値労働同一賃金制確立に向けた方針と実践例は、異なる背景

やアイデンティティ、異なる能力を有する女性の仕事が職場で等 
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しく評価されることを保証するために、特にインターセクショナリティ（交差性）に焦点が当て

られなければなりません。 

団体交渉は、女性労働者の賃金と雇用条件を改善する上で非常に重要となります。労働組合が

平等な機会作りを促進し、ジェンダー賃金格差を埋めるために講じることができる、その他の行

動には、以下があげられます。総体的なジェンダー差別と性別職業分離の改善を目標とするこ

と、意思決定における女性の代表者の強化、包括的賃金設定の促進。また、ジェンダーに中立な

職種の分類と評価、そして集団協定へのワークライフバランス条項の組み込んだ、特定のジェ

ンダー賃金平等措置の追求などです。さらに、労働者の組織は、男女賃金監査を実施し、企業レ

ベルで行動計画を策定することで、より意識を高め、ジェンダーの取り組みを監視する上で重要

な役割を果たすことができます。賃金報告や監査にあたっては、監視と評価のプロセスに労働

組合が関与している場合に、より効果的な結果を得ることができます。 

労働組合はまた、訴訟や和解を交渉し、データ収集や、法改正のためのキャンペーンを行い、同

一賃金制の確立を促進するための同盟を構築します。 教育インターナショナル（EI） や国際公

務労連（PSI）との合同キャンペーン「Pay Equity Now！(今こそ公正な賃金を)」は、世界レベ

ルで展開された初めてのキャンペーンでした。これは、世界中の教師の組織が確かな証拠を収

集することを奨励することを目的としていました。政府が万人に同一労働同一賃金制を実施する

ことを約束させるべく、よく調整されたロビー活動を行うために、組合の方針とネットワークを

利用した画期的なキャンペーンでした。 

この活動は、2010年4月15日、ヨーロッパ平等賃金デーに開始されました。ヨーロッパのすべ

ての国に男女賃金格差が未だに存在していることを思い出させる目的をもっていました

。4月15日が同一賃金の日に選ばれたのは偶然ではありません。それは、同じ価値の仕事で男

性と同じ金額を稼ぐために女性が1年のうちあと何日働かなければならないかを正確に象徴

しているからです23。 

労働市場で女性が大部分を占める職業分野の賃金構造を改善する要求―特にケア経済（ 

育児•介護）の仕事価値の見直しーは、重要な社会的および政治的シグナルを送ることがにつ

ながります。これは近い将来、女性の労働を完全かつ平等に考慮するように、労働市場を再構築

するのに役立つことでしょう。 

ILO、OECD、UN Womenは共同で、同一賃金国際連合（EPIC）を設立しました。これは、持続

可能な開発のための2030アジェンダ（GOAL8.5）内で同一価値労働同一賃金に向けた進展を加

速する方法の優れた例です。この枠組みの中で、政府、雇用主、労働組合、市民社会はすべて

、2030年までにジェンダー賃金格差の解消に向けた進展を加速することを約束しました。この

枠組みの中で、政府、雇用主、労働組合、市民社会はすべて、2030年までに男女賃金格差の解

消に向けた進展を加速することを約束しています。これらの措置は、国際労働基準（ILS）

、最も直接的には1951年の同一報酬条約（第100号）、および労働における差別をなくすと

いう公約に焦点を当てたILO1998の労働における基本原則と権利に関する宣 

https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/feature1%20-%20100208%20-%20pay%20equity%20now%20-%20final%20EN.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC100
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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同一賃金基準 アイスランド28
 

 

 

言によって支持されています24。EPICは、世界レベル、地域、および国内の労働組合組織が

イニシアチブに参加することで、労働組合がどのように変化をもたらすことができるかを明確

に示しています25。 

以下の実例は、機会均等を促進し、同一価値労働同一賃金制を達成し、男女間の賃金格差を縮

小するために労働組合が行っていることを紹介しています。 

「3月は同一賃金制推進月間」 ベルギー26
 

労働組合: キリスト教労働組合連合 (ACV / CSC) 

セクター: 全分野 

タイプ: 年次キャンペーン 

背景と詳細: ACV / CSCは毎年「3月は同一賃金制推進月間」と定めています。これは、女性が

前年に稼いだ男性と同額を稼ぐには、翌年の3月まで働かなければならないことを象徴し

ています。この毎年恒例のキャンペーンは、賃金格差の原因の1つに焦点を当て、それを分析

し、政治家、雇用主、一般市民が、それぞれにこの問題解決に挑戦することを公の問題としてア

ピールしています。それに関連して、ACV / CSCの小冊子「あなたの会社の賃金格差に関する

法規」は、年次社会報告に基づいて会社の賃金格差を決定する方法に関する情報 

を提供します27。毎年恒例のキャンペーンは、組合と公の問題提起を維持するのに役立ち、最

新情報を更新してくれます。同一賃金を中心に定期的な年次キャンペーンを組織することは非

常に良い習慣です。 キャンペーンの時期ごとに、問題が組合の議題から外れることがないか、進

捗状況を確認し、そして、目標に向かって加盟組織を動員する時が来たことを思い出させてく

れるのです。 
 

労働組合: アイスランド労働連盟 (ASÍ) 

セクター: 全分野 

タイプ: 同一賃金管理システム 

背景と詳細: 2018年、アイスランド政府は、25人以上の従業員を擁する国内の企業や機関

に、同一賃金基準を実施し、定期監査を受け、同一価値労働同一賃金実践という認証の取得を

義務付ける法律を可決しました。 

アイスランドの労働組合、雇用主連合、および政府関係者によって、雇用主の給与差別の防 止を支

援するために、「同一賃金基準」と呼ばれる同一賃金管理システムが開発されました。 

2018年1月1日、アイスランドは、同一価値労働同一賃金を法的に施行した世界初の国になり

ました。雇用主は、3年ごとに同一賃金証明書を更新するよう指示されています。施行の準備

は2008年に始まり、労働財務省、雇用主連合、ASÍの関係者がILO第100号条約に基づいて同

一賃金基準を作成することに合意しました。このような基準がゼロから開発された 

https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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おける不当な差別習慣を克服するためのジェンダー平等研修29
 

GET UP（立ち上がろう）プロジェクト」：イタリア、リトアニア、マルタの教育および労働市場に 

 

 

 
のは、世界初の出来事でした。アイスランドのみならず、世界で最初のジェンダー平等基準の誕

生でもあったのです。その後、2012年に、同一賃金基準が導入されました。 

女性と男性の平等な地位と平等な権利に関する法律第19条の改正は、関係するすべての

社会的パートナーが、同一価値の労働に対して同一賃金を支払うという目標を達成にむけてす

ることを保障したことにより、実現したのです。 
 

労働組合: イタリア労働組合連合UIL、マルタ教育労働組合MUT、リトアニア教育科学労働

組合連盟FLESTU 

セクター: 教育 

タイプ: ジェンダー平等研修 

背景と詳細: 教育と仕事でのキャリアの道のりは、多くの場合、ジェンダーに基づく固定観念によ

って初期段階から大きな影響を受けます。 社会と労働市場におけるこのジェンダーに関する先

入観念が、（学業から就職）移行期の個人、特にキャリアの始まりに直面する若者に影響を与

えてしまうのです。 したがって、若者のジェンダー平等に対する理解を深め、職場におけるジ

ェンダーの固定観念に対する意識を改めていく必要があります。 

イタリア労働組合連合UIL、マルタ教育労働組合MUTおよびリトアニア教育科学労働組合

連盟FLESTUが協力し、EUの資金提供の下「GET UPプロジェクト」を共同で実施しました。プ

ロジェクトの最優先事項は、教育とキャリアの選択の固定観念撤廃への取り組み、教育やトレーニ

ング、キャリアガイダンス、および職場でのジェンダー平等を促進することでした。 

このプロジェクトでは、職場の人事関係（責任者、雇用主、労働組合）の責任者を対象とした

欧州ジェンダー平等能力に関する最低基準（EMSC）を定義し、ジェンダー平等に関する既

存のトレーニングオファーを比較分析した報告書を公開し、トレーニングシートの作成に着手

しました。 

「デジタル人材マニフェスト」を通じて人種差別に取り組む スペイン30
 

労働組合と承認機関：UGT（スペイン労働総同盟）、CCOO（スペイン労働者委員会）、および 

AMETIC（スペイン電子機器IT産業ビジネス協会） 

セクター：デジタルセクター 

タイプ：マニフェスト 

背景と詳細: 人工知能や、自動化ロボット工学は、個々の仕事においても、より大きな労働市場

や社会全体においても、今後より重要となり、新しいチャンスとともに新しいリスクを生み出して

いくことになります。 このような変化に伴い、地理的な格差が縮小しているにもかかわらず、新

たに大きな社会的および経済的格差が生じています。 たとえば、テクノロジーの 
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世界では明らかなジェンダー不平等が存在し、職業上の性別分離改善に取り組むために対応し

ていく必要があります。31
 

「デジタル人材のマニフェスト」は、2014年にUGTとCCOO、およびAmeticによって承認さ れ

ました。これは、スキルのニーズに合わせ、デジタル化に適応し、セクター内でのジェンダーバラ

ンスを改善するための教育とトレーニングを提供していく必要性を強調しています。 

このマニフェストは、組合が通常団体交渉で使用しているような、明確な要求を提示しています

。 しかし、残念ながら、ジェンダーバランスの改善に関しては、このセクターにおける進展は見られ

ませんでした。将来の仕事と、それがジェンダー平等に与える影響に取り組むためには、全体的

な政策の枠組みが必要なのです。 

「TUC平等監査」 英国 

労働組合: 英国労働組合会議 (TUC) 

セクター: 全分野 

タイプ:平等監査 

背景と詳細: TUCの重要な課題は、ジェンダー平等を促進するために労働組合が何を行って

いるかを正確に説明することでした。2001年、英国労働組合会議（TUC）は、TUCとその関連

労働組合に対し平等監査を実施し、2年ごとに報告書を発行することを義務付ける規約を

導入しました。この措置は、TUCが加盟組織において、ジェンダー平等推進のために何を行っ

ているかという情報を入手する方法であるだけでなく、組合自身がこの分野での進捗状況を監

視し、ギャップを特定することによって、その問題に対処するための行動を取るという、全体

の測定および評価ツールでもあります。 

実施以来、平等監査は、労働組合が労働力の多様性を反映できるよう実際にとっている様々な

措置を考察してきました。これは、組合が過小評価されているグループをメンバーシップと活動

にどのように取り上げ、支援しているかの例を示しています。また、これらのグループに組合内

部で発言権を与えるために組合が何を行ってきたかについても紹介しています。 

2018年のTUC平等監査は、監査に回答した組合のほぼすべてのメンバーが、差別やハラスメ

ントに関する異議申し立ての対象者になっていることが明確になりました。合計で、回答者の

66％が女性の代表者を有する組合に所属しており、組合の半数が平等推進措置行動計画

を実施していました。32
 

最初のTUC平等監査の外部評価は、全体として、組合構造と平等推進措置を監査するプロセス

は、組合にとって価値があったと結論付けています。多くの組合は、平等監査が組合における平

等推進対策と団体交渉の２つの議題を統合するのに役立ったと述べ、過半数が、 
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この監査プロセスにより組合の政策と平等推進に関する措置の間に、明らかにギャップがある

と感じ、それを今後是正することを計画しています。 

「スコットランドの女性の雇用サミット」  英国（スコットランド）33

労働組合: スコットランド労働組合会議 (STUC) 

セクター: 全分野 

タイプ: 主要労働組合会議 

背景と詳細: 初めてのスコットランド女性雇用サミットは、スコットランド政府とスコットランド

労働組合センター（STUC）が主催し、2012年9月エジンバラで開催されました。 サミットで

は、職業性別分離、育児、企業における女性問題、農村地方の問題など、多くのテーマに関する個

別委員会が設置され、短期、中期、長期の目標が特定されました。会議の決議の結果として、

STUC加盟組合はその後、職業の性別分離に対処するための行動を支援する方針を採用しま

した。 

2012年の雇用サミット後、複数のフォローアップメカニズムが導入されました。 

8 2012年10月、サミットの提言と行動提案を推進するために、女性と労働に関する戦略グループ

（SGWW）が設立されました。 このグループは、労働市場への参入と市場の進歩において女

性が直面する障壁に取り組むため、スコットランド政府が推進するアプローチの戦略的展望

計画を実施しました。 

8 2013年4月、職務性別分離の改善に取り組む主要手段として機能し、サミットの勧告を実施

するために、クロスディレクターワーキンググループが再設立されました。 

8 女性の起業家精神を高める目的で、特定の分野に対し特定のサポート行う一連のワークシ

ョップが開催されました。 このワークショップは、2014年3月に開始された女性企業に対す

る政策と行動計画の導入に大きく貢献しました。 

このように、組織的な側面とプロセスは明確に定義されていますが、イニシアチブを維持する

ための資金調達メカニズムが不足しているようです。 

2.3 仕事の世界における女性に対する暴力とハラスメント 

ジェンダーに基づく暴力は、労働者の安全、健康、尊厳に影響を与える労働組合と職場の中心的

な問題です。 労働組合は、ジェンダーに基づく暴力とハラスメント（GBVH）を排除するための

世界的な運動において、国際基準設定の分野かどうかにかかわらず、独自の主導的な役割を

果たしてきました。「団体交渉、セクシャルハラスメントやその他の形態のジェンダーに基づく

暴力を暴露し、対処し、是正するための職場政策実施への交渉、労働安全衛生対策問題の提起

、より多くの女性グループの組織化、意識向上キャンペーンの実施、フェミニスト組織と市民社

会間の同盟の構築」などに取り組んできたのです。」34
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T10年前、世界中の女性労働組合とその加盟団体が集まり、仕事の世界でのジェンダーに基づく

暴力とハラスメント（GBVH）を含む、暴力とハラスメントの防止と対処に関する国際的な対応

を組織し、それを確定させました。 

2019年6月、国際労働会議（ILC）は、第190号条約と第206号勧告を圧倒的大多数で採択し

ました（参照セクション1.2）。これらの歴史的な新しい国際労働基準は、国際法で初めて、暴力

やハラスメントのない仕事の世界を持つという万人の権利を認め、平等、尊厳、尊敬に基づき職

場文化を変革する道を開きました。第190号条約は、GBVHを終わらせるには、その根本原

因であるジェンダーに基づく差別、権力関係、不安定な労働協定に立ち向かう必要があるこ

とを明確に認証しています。35
 

 

ボックス 2:コロナ禍危機の時期を含む、ILO条約第190号に関する

ITUCの世界的な意識向上 

2020年6月、ウルグアイはILO条約第190号を批准した最初の国となり、フィジーがそれに続きました。36
 

世界中の労働組合は、各政府に190号の批准を要求し、契約状況に関係なくすべての労働者をGBVH か
ら保護するよう働きかけています。37  ITUCキャンペーン＃RatifyC190 –暴力やハラスメントのない仕事の世
界のためにーは、以下を目的としています。1）GBVHの撤廃に重点を置き、暴力やハラスメントのない仕
事の世界を実現するために、新しいILO国際労働基準の幅広い批准と効果的な実施を確保する。2）労働
の世界からGBVHを排除するため労働組合の行動措置を計画し、強化する。3）ILOC条約190号および
R206の一般の認識を高める。38

 

前例のないCOVID-19感染症による危機の期間、将来の危機に直面し、ILOは、発生中および発生後だけで
なく、持続可能な回復とより良い復活力を寄与し、暴力やハラスメントのない仕事の世界へアクセスすると
いう万人の権利を確保するための 

緊急行動を求めました。ILO条約第190号を批准し、条約と勧告の両方を実施するための努力は、対応と
危機からの回復措置の重要要素であると認識される必要があります。39

 

労働組合は、コロナ禍において、家庭内暴力を含むGBVHのリスクの高まりに対抗するための意識向上と対
処行動の最前線に位置します。40 予備報告によると、多くの必須労働従事者は、雇用主、同僚、および/また
は一般の人々から、GBVH的行為を受けた経験が増加していると報告しています。この報告 には、家事労働
者を含むヘルスケアサービスの従事者、食品小売労働者、輸送労働者、清掃従事者などが含まれます41

 

リモートでの作業や在宅勤務への移行は、「ネットいじめ」や家庭内暴力にさらされるリスク増加の危険
性があります。労働組合は条約批准とその施行を支持し続けており、これは「今まで以上に重要」事項にな
っています。42

 

ITUCとその国内加盟組織は、コロナ禍に際し、組合がジェンダーに基づく暴力の問題に取り組むのを支援す
るための情報とリソースを提供しています。ITUCのウェブページ「ジェンダーに基づく暴力とCOVID-19
感染症への組合の対応」は、世界、地域（例：ヨーロッパ）および国レベルでの労働組合行動の最新の例
を紹介しています。提供しています。43

 

 

地域レベルでは、ETUCとその関連組織はGBVH対策の最前線に立ってきました。   2007 

年、ETUCはヨーロッパの雇用主と協力して、職場での暴力や嫌がらせに取り組むためのヨ

ーロッパ社会パートナーによるフレームワーク協定の交渉に成功しました。 同テーマでの国内

行動実施の結果、2015年に発表された欧州委員会の報告書では、31か国のうち13か国 

（フランス、ドイツ、スペインを含む）で、職場での暴力とハラスメントの問題に対する意識の

向上にプラスの影響があったことがわかりました。44 雇用主と労働者双方の代表者を含 

https://www.ituc-csi.org/GBV
https://www.ituc-csi.org/union-responses-to-gender-based
https://www.ituc-csi.org/union-responses-to-gender-based
https://www.ituc-csi.org/union-responses-to-gender-based
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む回答者の約40％が、企業がハラスメントと暴力を防止および特定するために、既存のプロ

セスを改定し、新しいプロセスを採用実施したと報告しました。 2017年には、ヨーロッパの10

か国で160以上の労働協約が締結され、仕事の世界で蔓延しているさまざまな形態の暴力

やハラスメントに対処しています。 

米国はこれまでILO条約第190号に批准していませんが、同国の労働組合運動はこの枠組み

を使用して団体交渉による保護を推進し、自国の構造内での説明責任と変革を促進し、連

邦政府や州および地方レベルで包括的な法律化を推進しています。 2019年に、職場での規制

法BE HEARDが導入されました。すべての労働者が、妊娠や出産関連を含め、職場での差別やハ

ラスメントから法的に保護されることを保証する法律で、非常に優秀な実例の一つです45 。こ

の規制が制定されば、BE HEARD法は、非正規雇用関係にある労働者やプラットフォームやギ

グエコノミーの労働者、無給のインターン、研修生、ボランティアなどの代替の仕事の取り決めの

下にある労働者に法的保護を拡大します。または、プラットフォームやギグエコノミーの従事者、

無給のインターン、研修生、ボランティアなど、不安定な立場にある労働者へも法的保護を拡大す

ることができるようになります。2020年6月、合衆国最高裁判所の画期的な判決により、職

場での違法な性差別には、性的指向、性同一性に基づ 

く差別が含まれることが明示されりました46 BE HEARD法は、個々のLGBTQを含む社会から

取り残されたグループに属するため、GBVHにさらされる危険性の高い、特に脆弱な労働者

を保護するものでもあります。 

 
家庭内暴力と仕事の世界 

労働組合は、家庭内暴力がしごと上の問題でもあることを長い間認識しており、家庭内暴力を経

験した女性が、職務上または職場で安全であることを保証するために、先駆的な対策に取り

組んできました47。ILO条約190号と勧告第206号は、雇用や生産性、健康や安全を含み、家

庭内暴力が職場へどのような影響を及ぼしているかについて言及しています。文章 

には、「政府、雇用者、労働者の組織、労働市場機関は、他の手段の一部として、家庭内暴力の影

響を認識し、対応し、対処するのを支持することができる」と述べています48。この認識は根本

的な変化を明示しています。歴史的に、家庭内暴力は「私的な」問題と見なされていました。現

在、この問題は、労働者、企業、社会全体への問題へと波及し、その効果は国際法 

に組み込まれており、被害者の幸福をもたらすために、仕事の世界の関係者ができる積極的

な貢献運動をさらに強化しています49。ドメスティック•バイオレンスは、被害者に壊滅的な身

体的、経済的、心理的影響を与える一方で、支配や虐待は有意義な労働雇用を維持することを

困難にする可能性があります50 。労働組合は、このような問題に対し、画期的な変化をもたら

す重要な役割を果たしています51。 

労働者が行った対応行動の他の実例では、女性に効果的なサポートと補助を提供するた

めの措置などがあります。GBVH犠牲者のための安全な報告手順を開発するため、雇用主

と協力し、そのような場合にスタッフが適切な思いやりと知識で対処できるような訓練を企 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2148
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2148
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2148
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ボックス3: 家庭内暴力とCOVID-19危機：労働組合がとるべき即時の行動 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

り、自宅から離れた場所で働く労働者とメンバーを支援する 
家庭内暴力の影響を受けたメンバーを保護するため迅速かつ実践的な措置を講じることによ 

被害者である労働者が独自の安全計画を立てるのを支援し、定期的コンタクトを続ける 

務、および支援を求める方法に関する定期的な情報を提供する 
組合のコミュニケーション手段を通じて会員と連絡を取り合い、安全対策、法的助言、権利と義 

労働者が自宅から離れた場所で働いている間、労働者の安全と健康を保護するために雇用主と 

ジェンダーに基づく暴力とハラスメントの被害者に対する差別的発言を禁止する交渉を継続し、 

話し合い、交渉する 

自宅に安全に滞在するための対策や、自宅から立ち退きを余儀なくされた労働者に、経済的支 

かつエッセンシャルワーカーの再雇用と雇用の維持に努力する 

援を提供する 

と健康を保護するために、組合戦略と意識向上を措置を実施する 
必要不可欠なサービスで働く人々と、在宅労働者や家事労働者などの最も脆弱な労働者の安全 

ILO条約第190号の批准のためのキャンペーン。「条約の必要性と批准の重要性は今まで以上に 

号の規定を、政府の擁護を得る手段として、また雇用主との交渉の基礎として使用する。 

出典: dv@worknet. 2020. DV@WORK Network COVID-19 Briefings. Briefing 4: Domestic violence and the 

COVID-19 crisis – what can workers and trade unions do? 

大切になっています」。批准されていない場合でも、ILO条約第190号および付随する勧告第206 

 

 

画運営することもそれに含まれています。労働組合はまた、欠勤や業績不振など、家庭内暴力に

関連する理由により、被害者が職や収入を失うことはないように努力しています。52
 

2014年、カナダが主導して、研究者、家庭内暴力の専門家、社会および労働組織、雇用者の国際

ネットワークであるDV@WorkNetが設立され、問題研究と知識の広報活動が開始されました

。 このネットワークは、カナダ、ベルギー、モンゴル、ニュージーランドなどの国で全国調査を実施

しており、労働組合、雇用主、政策立案者に研修や研究資料などを提供しています。 別の労働組

合行動の重要実例には、職場での家庭内暴力の影響に関する研究53 、カナダ労働会議（CLC

）が主催する#DoneWaitingキャンペーン、ACTUが推進する家庭内暴力に関するモデル条項が

含まれます（以下の事例研究を参照）54  2016年、マニトバ州（カ    ナダ）は、世界最初の

家庭内暴力有給休暇を導入しました。これにより、連邦政府は国の労働法を改正して、連邦公

務員に5日間の家庭内暴力有給休暇を含める道が開かれました。55
 

COVID-19危機に関連して、労働組合は、危機機関中やそれ以降の家庭内暴力のリスクの増大

に対応し実施できる、被害者の保護およびサポートなど、即時および長期の行動、特に労働者へ

の影響に関する情報、ガイダンス、そして支援を提供しています。 
 

http://dvatworknet.org/sites/dvatworknet.org/files/dvatwork-covid19-brief4_0.pdf
http://dvatworknet.org/sites/dvatworknet.org/files/dvatwork-covid19-brief4_0.pdf
http://dvatworknet.org/
http://www.donewaiting.ca/
http://dvatworknet.org/sites/dvatworknet.org/files/actu-model-family-and-domestic-violence-leave-clause-revised-18-march-2.pdf
http://dvatworknet.org/sites/dvatworknet.org/files/actu-model-family-and-domestic-violence-leave-clause-revised-18-march-2.pdf
http://dvatworknet.org/sites/dvatworknet.org/files/actu-model-family-and-domestic-violence-leave-clause-revised-18-march-2.pdf
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意識向上による職場内暴力の阻止 カナダ57
 

 

 

 

 

労働組合と承認機関： オーストラリアサービスユニオン、ビクトリア州およびタスマニア当局

、およびサービス支部とサーフコーストシャイア評議会 

セクター: サービス分門 

タイプ: 団体交渉協定 

背景と詳細: 家庭内暴力に対処する最初の団体交渉協定は、オーストラリアで2010年にオ

ーストラリアサービスユニオンのビクトリア州およびタスマニア当局およびサービス支部とサ

ーフコーストシャイア評議会において共同で導入されました。2015年までに、オーストラリア

における944の労働協約に、家庭内暴力条項が追加されました。これらの条項は、国内最大の

雇用主と幅広い産業（小売、公共交通、銀行、教育、製造、航空、海事）を含む、主に民間部門

の80万4649人の従業員を対象としています。2017年、オーストラリア労働組合委員会（ACTU

）は、10日間の有給家族休暇と家庭内暴力有給休暇を全国雇用基準に含めるキャンペーンを

実施しました。 そして、2018年には、5日間の有給の家族休暇家族と同じく有給の家庭内

暴力休暇を認証する新しい法律が採択されました。 

 

労働組合: カナダ労働会議（CLC）およびカナダ公務員組合 (CUPE) 

セクター: 全分野、公務員 

タイプ: 意識向上キャンペーン、ガイドブック 

背景と詳細: 職場での性的暴力は深刻な問題であり、すべての職場と組合員に悪影響を及

ぼします。カナダの労働組合は、職場での性的暴力への取り組みと防止に取り組んでおり、誰も

が安全な環境で働く権利があることを認識しています。 

2018年、CLCは#DoneWaitingキャンペーンを立ち上げました。これは、セクハラや暴力の撲

滅や、育児危機の解決、賃金差別をなくすための経済的公正に関して、政府が行動を起こすよう呼

びかけました。 このキャンペーンは、必要な切迫感をもたらし、セクハラや暴力の撲滅に向け

た進展につながりました。2019年3月までに、カナダの7つの州と連邦政府が有給の家庭内暴

力休暇を導入し、新しい連邦労働安全衛生法では、職場で暴力やハラスメントを経験した

労働者に対してより良い保護ケアの提供を承認しています。58
 

さらに、2018年、CUPEは、地元の組合執行役員ー、安全衛生担当者、選出役員、その他の活動家

向けに、職場での性的暴力を阻止することを目的とした家庭内暴力と職場の在り方に関する交

渉ガイドを発表しました。このガイドは、職場での暴力やセクハラに対処する立場 にある人

々、特に地元の執行役員向けに幅広い情報を提供しています。 

団体交渉を通じて家庭内暴力に対処する オーストラリア56
 

http://www.donewaiting.ca/
https://cupe.ca/domestic-violence-workplace-bargaining-guide
https://cupe.ca/domestic-violence-workplace-bargaining-guide
https://cupe.ca/domestic-violence-workplace-bargaining-guide
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職場でのハラスメントと暴力に関する団体交渉協定 フランス 2014年度60
 

 

 

「メニューにはありません」フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク59      労

働組合: ホテル、レストラン、ケータリング、観光セクター労働者北欧連合 (NU HRCT) 

セクター: HORECA（ホテル•外食産業セクター） 

タイプ: セクハラや意識向上キャンペーンの報告 

背景と詳細: 近年、北欧の観光部門労働組合の間で、セクハラが、健康と安全の深刻な問題であ

るという認識が高まっています。 業界がその潜在能力を最大限に発揮し、魅力的な業界に改善

していくためには、体系的な変革が必要となります。 

NU HRCT加盟組合は、2016年に調査を実施し、報告書を発表しました。調査結果は、（相手

側が）望まない過剰なコンタクトや性的性質の脅迫を含むセクハラが業界で広く経験されて

たことが明確にしました。 ホテルおよびレストラン部門の全労働者の35％がセクハラを経験

しており、ウェイター、バリスタ、バーテンダーなどとして最前線で働く女性の数は60％ 近くに及

びます。アルバイトをしている若い女性が最も脆弱な立場であることはもちろんです。この 調査

結果は、定期的なキャンペーンの一環として取り上げられています。 

NU HRCTの組合員の多くは、年末の休暇前にこのキャンペーンを繰り返しています。 

 

セクター: 銀行関係 

タイプ: BNP パリバ 銀行と銀行組合SNB/CFECGC間の団体交渉協定（CBA） 

背景と詳細: 2010年3月、雇用主と労働組合は職場でのハラスメントに関する全国協定を締

結しました。これはフランスのすべての企業に適用され、雇用主は労働者とその代表者と協議し

、ハラスメントを防止し対処するための措置を確立する必要があると定義されました。 2011

年以来女性のエンパワーメント原則（WEP）を承認しているBNPパリバ銀行と、銀行組合SNB / 

CFECGCとの間の団体交渉協定（CBA）は、現場において、労働協約がどのように実施され

ているかを示す好実例の一つです。 

この団体交渉協定（CBA）は、（職場でのハラスメントに関する）定義やその予防、さまざま

な当事者の役割、この問題への意識向上と対応トレーニング、ハラスメントの状況を特定して苦

情を申し立てるプロセスの確立、国家機密委員会の設立、および被害者と目撃者を保護する

ための措置など、広範囲にわたり対応しています。 

その結果、現在、企業は、ハラスメントと闘うための公式方針を掲げるようになりました。ジェン

ダー的な側面をもつ、またはジェンダーに基づくハラスメント問題が、どの程度焦点となってき

たかどうかはまだ明らかにはなっていませんが、これまでに学んだ教訓の1つは、最大限の効

果を得るには、ジェンダーに基づくハラスメントを一つ一つ具体的に扱う必要があり、一般的

なハラスメント防止ポリシーに大雑に含めることはむつかしいという点です。 
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2.4 ワークライフバランス 

健全なワークライフバランスとケア責任の平等な分担に関する好実践例はいくつかの国で認識

されています。社会パートナーによって交渉され、しばしば労働組合によって求められる以下の

例は、団体交渉がセクター、セクター間および企業レベルでより良いワークライフバランス政

策へ導く方法を示しています61。 

S社会対話はマタニティ保護とワークライフバランス、特に家族休暇制度や家族に優しい労働の

配慮を改善する上で重要な役割を果たしてきました。労働協約は北欧や他のヨーロッパ諸国

の法律に手厚いマタニティ保護と育児休暇政策を埋め込むのに役立ち、高いレベルの女

性の労働力参加を促進しています。62 米国では、労働組合に属する労働者は属さ 

ない労働者よりも高い賃金と6日間の病気有給休暇と健康保険へのより良いアクセスを享受

しています。63    ギリシャでは、集中型団体交渉により対象となる労働者の産休期間が増加して

います。欧州連合では、労働組合の49％がワークライフバランスを改善するための労働協約

を締結しています。加えて、ベルギー、フィンランド、イタリア、オランダ、スペイン、 

スウェーデンのテレワーキングの規定において国、部門、または企業レベルの社会対話が 

重要となっています。ワークライフバランスは2017年に政府が働き方改革の実現のための行

動計画を発表した日本の団体交渉の議題にも含まれています。労働組合と雇用者は労働時間の

削減と同一労働同一賃金という2つの主要な問題について取り組み合意しました。 

最近では、COVID-19（新型コロナウィルス感染症）パンデミック禍においてはなおさら、労働

組合は質の高い公共育児サービスを求める活動を行い、育児が国の社会保護システムの普

遍的な側面として認識されることを求めています。また、質の高い公共育児サービスに対する国と

地方自治体の支出の増加を求め、適切な賃金、労働と社会的保護へのアクセス、エッセンシャル

ワーカーへの雇用安全と衛生、適切なスキル開発を含む保育士へのディーセントワーク（働き

がいのある人間らしい仕事）を求めています（セクション2.6参照）。64
 



32 仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

パート2: ジェンダー平等と労働組合の行動：好実例 

 

 

 

ボックス4：家族に優しい政策でCOVID-19危機に対応する 

育児サービスを含む家族に優しい政策はCOVID-19パンデミック禍で働く親にとって重大な違いを生
み出すことができます。以下は労働組合が危機と回復期に雇用者と協議して提唱し交渉できる行動です
。 

柔軟な労働の配慮を実施する 

• ビジネスの継続性を確保しながら、危機禍において、どのような柔軟なスケジューリングが親、高齢
者や病気の家族の世話をする人を含む労働者のニーズに最も適しているかを判断するための組
織評価を行う。 

• 労働者とその家族のニーズに応える柔軟な労働の配慮を提供する。それは、例えば、テレワーク 
（ILOガイダンスを参照）、フレックスタイムと作業負荷の削減（下表を参照）などが含まれる。柔
軟な仕事の配慮は労働者とその代表者との社会対話と協議に基づくべきである。 

• テレワークの場合は時間の柔軟性（可能であれば場所の柔軟性）を適用することによって、働く親
は最も都合の良い時間と場所で働くことができる。追加のケアと家族の責任において労働者が可能
な限り生産的であることを支援するための優先課題に合意する。すべてのスーパーバイザーがテ
レワークの場合に柔軟性を発揮するようにする。 

• 働く親が子どもの学習と発達を支援し、ストレスに対処するために子どもと一緒に過ごすのに十分な
時間を確保する。家族の病気や別居の場合は、労働者の所得保障が危険にさらされることなく、家
族の世話や連絡を維持することを可能にする有給休暇を確保する。 

• 柔軟な労働の配慮ができない場合は、育児支援などの働く親のための代替支援を検討する。 

COVID-19禍において働く親に安全で適切な育児選択を支援する 

• 育児支援は実現可能性と労働者のニーズに基づいて複数の形を取ることができることを覚えてお
く。雇用者は労働者とその子どもの多様なニーズを反映した措置の組み合わせを理想的に提供する
必要があり、COVID-19流行禍での育児サービスの利用可能性に関する情報を提供すること
も含まれる。 

• 敷地内保育所（COVID-19禍において適切な場合）、緊急保育、最前線で働く人の（医療従事者
やその他の介護福祉士を含む）子ども用スクーリング、育児手当、育児紹介制度、緊急時の外部保
育提供者との協力（私立または公立）を含む措置を検討する。 

• 信頼できる支援ネットワークがあり、かつ／または子どもと（例えば、長時間移動、安全でない状態
、高い費用など）一緒に移動出来ない場合やそれを懸念し、自宅に近い介護手配を好む親がい
ることを考慮する。そのような場合は、柔軟な労働や育児手当などを通じて支援を行う。 

• 労働者が最も必要な填補を確保する。育児支援は出来るだけ多くの働く家族、特に最も脆弱な家族
（例えば、低所得、移民•非正規労働者、家事•介護労働者、障害者、ひとり親世帯、拡張家族から
の支援を受けていない親など）からの子ども達を填補する必要がある。 

• 育児が差別的でなく、ニーズに基づき、利用可能で、手ごろな価格で、安全で質が高いことを確認する
。65 

• 育児部門の仕事は質の高い仕事であることを確認する。質の高い育児サービスは保育士の適当
な人数と適切な労働条件下でなされる。66 

出典：UNICEF, ILO, UN Women. 2020. COVID-19（新型コロナウィルス感染症）禍における家族に優しい政策と優良な職

場の実践例。雇用者が取ることができる重要なステップ 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_740708.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_740708.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_740708.pdf
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Paternity leave, The Netherlands 

 

 

 
以下の実践例はワークライフバランスとケアに関連する3つの分野に分かれています：休暇

政策、育児とその他のケアサービス、家族に優しい労働の配慮 

休暇政策 

 

労働組合と承認機関: FNV（オランダ労働組合連盟）、CNV（オランダのキリスト教労働組合

全国連盟）、De Unie（オランダ一般独立労働組合）とING 社 

セクター: 銀行 

タイプ: 企業レベル協約 

背景と詳細： 父親の育児休暇に焦点を当てたこの好実践例がING社で開始された2つの主

な理由があります：1）父親と乳児の初期段階からの関係はすべての家族にとって非常に重要

であることの認識、2）銀行セクターにおける情報通信技術(ICT)の有能な労働者の獲得競

争。企業が新しい有能な人材を求めているため、労働者を引きつけ維持するのには父親の育

児休暇の提供は不可欠です。この実践例に寄与した他の要因は、他のヨーロッパ諸国では父

親の育児休暇がオランダよりも長く、ワークライフバランスの問題に取り組むことは需要である

という認識でした。FNV（オランダ労働組合連盟）は父親育児休暇に関するEU指令 ―10日

間の病気有給休暇レベル― は十分であると考えませんでしたが、より長時間とより良

い報酬への交渉をしました。 

重要な規定として2015年以来のWEP承認機関であるING銀行の従業員は、3ヶ月の父親育

児休暇を受ける権利があり、そのうち１ヶ月は全額支払われるということです（当時の法的規

定は2日間の有給を受ける５日間の父親育児休暇でした）。 

FNV（オランダ労働組合連盟）によると反響は肯定的です。従業員は満足し、会社は問題を提

起しておらず、取得資格のある従業員は休暇を利用する機会を得ています。この実践例はメ

ディア報道によって肯定的に報道され、他社が同様の構造を設定する誘因となり、必要な労働力

を引きつけ維持するための競争において、父親育児休暇が不可欠であることを実証しました

。 

この取り組みは子どもの出生前後の父親の存在を奨励することに焦点を当てていますが、例

えば父親が育児休暇を自発的に取る意思があるかどうかなど、それ以上の影響を与えるかどう

かは明らかではありません。 
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労働組合と承認機関: UGT（スペイン労働総同盟）、CC.OO（. スペイン労働者委員会）、CGT（ 

スペイン労働総同盟）、STC（ゴムに関する技術とサービス）とスペイン•エリクソン社 

セクター: 通信 

タイプ: 企業レベル協約 

背景と詳細：仕事における平等に関する協約は2015年に締結されました。スペイン•エリク

ソン社で男女間の平等を達成するために基準が設定され手段が講じられ、団体交渉のより広い

面の枠組みとなりました。協約の実施を遂行する管理／労働組合委員会が設立され、その

影響と結果をさらに分析することが可能になりました。 

主な措置はすべての従業員が以下の有給休暇を受ける権利を有することです： 

8 未成年の子どもの軽度の病気、配偶者や子どもの病気、障害が進行している子どもや高齢

者の医療相談やケアや治療に起因する理由から直接（第一級）の親族のために1年の間

に最大16時間の休暇 

8 重篤で、稀なまたは慢性疾患のある第一級の親族を持つ人が、医療検査、相談かつ／また

は治療を行う必要な時間のために、年間28時間までの休暇 

8 直系尊属の第一級家族の入院、重篤な病気または事故による最大1ヶ月までの休暇 

これらの措置の推進と許可された時間の柔軟性は心理社会的リスクの影響を軽減しより満足の

いく効率的な社会環境を作ります。 

5年間の実施の後、労働組合はこの措置は始まりであり、従業員の実際のニーズを満たすには十

分ではないと報告しています。それは許可された休暇が大きな影響を与えるには余りにも短す

ぎるからです。しかし、重要な出発点でもあります。家族をケアする労働者のニーズに関する課

題に対処するために、社会パートナーを話し合いのテーブルに着かせ最初の合意を交渉するこ

とは、より多くのケア休暇に対する労働者の権利を徐々に改善する道を開くのに役立ちます

。 

育児と他のケアサービス 

「フェレーロ社の人々」 イタリア69
 

労働組合と承認機関: FLAI CGIL（イタリア労働総同盟傘下農産業労働者連盟）、FAI CISL（イ

タリア労働総同盟傘下農業食品および環境産業連盟）、UILA UIL（イタリア農産労働組合同

盟）とフェレーロ社 

セクター：食品生産 

タイプ：企業レベル協約 

職場での平等に関するエリクソン協約 スペイン68
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未来に合った労働協約 ドイツ70
 

 

 

背景と詳細： イタリアの食品セクターは国と会社レベルの協約だけでなく地方レベルの協約

に至っています。食品セクターの企業は一般的に労働組合と良好な関係にあります。食品セ

クターの全ての契約には様々なワークライフバランスの規定が含まれています。 

2018年7月に、子どものケアに関する以下の規定を含む「フェレーロの人々」部門で、新しい補足

協約が締結されました。 

8 工場の外来患者クリニックで無料の子ども（0～14歳）の健康診断 

8 6～12歳までの子どもサマーキャンプ。従業員は交通費のみを支払う 

8 大学卒学位を持つ正社員の子どもが海外のフェレーロ工場で2年間の有償インターンシッ

プ（年間最大10人の学生） 

8 高校卒業成績が100点満点で90点以上を取得した正社員の子どもの大学1年生進学時

の学費として800ユーロを給付する 

8 アルバの主要生産工場に敷地内保育所（0～3歳児）と幼稚園（3～6歳児） 

その結果、会社は労働者を個人として扱うだけでなく、家族に関しても大きな進歩を遂げ、家族

に優しい会社としての評判を高めています。 
 

労働組合と承認機関: Ver.di (ドイツ統一サービス産業労働組合) とING DIBa-AG社 

セクター: 銀行 

タイプ: 企業レベル協約 

背景と詳細：2017年に、組合は同セクターの企業が労働関係の観点からその優先事項のひと

つと考え、ワークライフバランスの問題に大きな関心を示したのはこれが初めてだと報告しまし

た。ケア規定はより大きな労働協約の一部で －「未来に合った労働協約」－ソフト面とハード

面の双方の対策を設定しています。ソフト面の対策では、DIBa社は会社所在地の近くの幼

稚園の手配と高齢者介護や育児費の支払いの経済的支援を提供しています。この支援は雇用

者から高齢の親の介護のための月額最大150ユーロの経済的給付と一定の限度額で子ど

もが6歳になるまで育児サービスが受けられる給付が含まれます。 

2018年に、雇用者と組合が共同でその協約が職員の実際の状況に適しているかどうかを

調査しました。労働評議会と会員の一般集会で統計を収集し結果について議論されました

。調査は協約の措置の受け入れが強調されましたが、支店レベルで行われたその後の協議に

含まれる特定の事項については全員が歓迎していないことが明らかになりました。INGの

一支店が工場の近くの幼稚園と結んだ合意がその例です。親は職場の近くではなく自宅

の近くの保育所／幼稚園を好むことが明らかになりました。 



36 仕事における女性のエンパワーメント – ジェンダー平等のための 労働組合の方針と実例 

パート2: ジェンダー平等と労働組合の行動：好実例 

 

 

 

F家族に優しい労働の配慮 

「明日に向かって一緒に － 私の人生／私の生涯：仕事を再考する」  ドイツ71 

労働組合と承認機関: IG Metal（l IGメタル）、IGメタルとGesamtmetal（l 金属産業経営者連 

盟）の地域組織、雇用者の地域協会を代表する 

セクター: 金属•電気産業 

タイプ: 団体交渉協約 

背景と詳細: 労働時間に関する要求は全国的なキャンペーンを皮切りに、ゆっくりと発展した戦

略の一部でした。時間が経つにつれて、IGメタルはより良い労働時間の取り決めを推し進

める多くの訴えを受けました。1984年の週35時間導入への激しい闘い以来、労働時間に関

する広範なキャンペーンはありませんでした。2013年に、IGメタルは多数の企業において

過去数年間で最大の調査を実施し、平均労働時間は一般的に法規制を超えていることが明らか

になりました。2016年にさらなる詳細な調査が実施され、過去最高の68万件の回答を得る

ことでき、次の団体交渉のための攻撃手段として使用されました。調査結果の１つとして、労働

者の90％が労働時間に合わせて生活を調整しなければならず、仕事と家族／ 社会生活のバ

ランスをとる困難さを強調することとなりました。労働時間が懸念されていた場所では、労働者

が計画し個々の労働時間をよりコントロールする権利が与えられることが目標です。より良いワ

ークライフバランスの規定に対するIGメタルの要求が密接に関連していました。 

主な規定は以下の通りです： 

8 彼／彼女の労働時間に対するより多くの賃金と労働者コントロール 

8 2018年3月に1回限りの100ユーロの支払い 

8 2018年4月1日現在、4.3％の賃上げ 

8 労働協約の一部としての追加の賃上げ：年に1回、月給の25.7％。2020年からこれは労働

協約の変更とは無関係に、年間400ユーロの支払いとなる。この支払いを育児責任や家

族の世話をするための8日間の自由休暇（その内2日は余剰日）とする選択もできる（様々

な介護ニーズ／診断書が必要）。この選択はシフト勤務を行っている従業員にも適用さ

れる。 

8 賃金の削減を伴う、最大2年間（と復帰する権利）と、週28時間以上のフルタイム勤務を減

らす権利 

労働協約、特にフルタイム労働削減と育児と介護のための追加の休暇を取る権利、の結果は

IGメタルが社会に関連する問題に取り組みその解決に貢献したことを示しています。フルタ

イム労働者の労働時間の一般的な削減を導入することにより、IGメタルは全ての労働者が雇

用と家族の責任をより良く組み合わせることが出来る基盤を作成しました。2020年に労働協

約の影響を評価する予定になっています。 
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労働取り決めと労働時間 スロベニア72
 

 

 

 
労働組合の要求には全ての労働者の労働時間を短縮する権利が含まれていました。子どもを

持つ人、病気の世話をする人、シフト勤務をする人は時間数を減らして働きながら調整された、

追加報酬を受ける権利を有するべきです。さらに、組合は月給の6％の上昇を要求しました。

雇用者は、特に家族の責任による労働時間短縮に伴う給与報酬の要求に関して、直ちに反応しま

した。雇用者は手に負えない提案を拒否しただけでなく、さらに一歩進み、そのような要求はす

でにパートタイムで働いている労働者と比較して差別的であるという根拠に基づいて法的苦

情を申し立てました。雇用者に対抗するために、労働組合は労働者に警告ストライキを行う

よう呼びかけました。反応は非常に大きく150万人以上の労働者が参加しました。ストライキ

は交渉に目に見える影響を与えました。 

労働組合は労働時間の法的限界を引き上げる為の新しい立法案を含む、いくつかの未解

決の問題がまだあることを認識しています。IGメタルはまた、法の下で与えられた10日間と

補償は問題に適切に対処していないとして、介護者の休暇について懸念しています。IGメタル

はワークライフバランスと新たに合意された権利の実施に関する運動を継続しています。 

 

労働組合と承認機関: PSS (スロベニア警察労働組合) とSPS（スロベニア警察官労働組合）、

スロベニア共和国政府（内務大臣） 

セクター: 警察官 

タイプ: 労働協約 

背景と詳細: 2012年にスロベニア政府とスロベニア警察労働組合（PSS）都の間で交渉され

た最初の労働協約は国が交渉を拒否したため困難なスタートになりました。当時、スロベ

ニア政府は危機関連の緊縮政策を導入し賃金の値下げを押し進めていました。PSSはこれ

らの措置が、警察という職業の特性から公共の他部門よりかなり多くを使用していた払い戻し

案などの特定の手当にも影響を与えていたため、懸念していました。さらに、男女の警察官によ

るより良い親の権利への要求が高まっていました。国が交渉を拒否したとき、PSS はストライ

キを行うことを決め、労働組合のメンバーの80％が支持しました。 

団体協約の主な規定は以下の通りです： 

8 学齢の子どもの親は学校休暇中に少なくとも10日間の年次休暇を取得できる。両親が警

察官である場合、同時に年次休暇を使用する権利を有する。 

8 子どもが7歳になるまで親は現在の勤務先から30km以上離れた場所に配属されたり別

の部隊に異動することはできない。これは警察に勤務する家族の両親の1人、及びひとり親

家族に適用される。 

8 この権利は深刻な精神的または身体的障害のある家族の世話をする労働者にも保証さ

れる。 
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8 親は様々な労働取り決めに対して合意しない限り、15時30分以降働くことを求められな

い。この保護は妊娠中や哺乳中の労働者、3歳までの子どもの育児中の労働者、7歳まで

のひとり親家族の場合に保証される。両親が警察官である場合、この権利はどちらかの

一人が行使することができる。 

労働協約は当初5年間合意され、合意当事者の一方が満了日から6ヶ月以内に通告しない

限り、3年間自動延長されました。 

進歩したにもかかわらず、PSSは産休•育児休暇を取得した女性の評価と昇進や、高齢扶養家

族の介護を支援する介護者の休暇の延長など、依然として重要な未解決の問題があることを

指摘しています。 

2.5 ケア経済におけるディーセントワーク 

介護職の危機と仕事の質は労働組合の優先事項です。2008年～2009年の金融危機に起因

した緊縮政策の一環として適用された公共ケアサービスの財源と人員の削減は女性に二

重の影響を与えました。女性が働きがいのある仕事を得るのがより難しくなっています。ほとんど

の国において、社会的投資を減らすことは無償介護者としてそのギャップを埋めざるを得ない女

性を意味します。これにより、女性は有償の労働力から長期離脱せざるを得ず、多くの場合安

全保障のない低賃金で過小評価された仕事を引き受けることを余儀なくされます。その

間に、介護セクター自体は不安定で低賃金労働の高い率を維持しています。 

労働組合は長い間ケア経済の投資への転換を提唱してきました。今日の公共投資の経済

的根拠はジェンダーを考慮し敏感で、社会的に包摂的なマクロ経済政策を適用すべきと主

張してきました。73 2016年のITUC（国際労働組合総連合）男女平等参画調査の回答者の

大半は、労働組合の構造と文化にジェンダー平等の原則を埋め込むことの重要性を指摘し 

てます。労働組合運動はケアセクターの組織化に得に焦点を当て、ケア経済アジェンダを開 

発していますが、労働組合自体では、ケア•アジェンダをより開発し、男女の双方が労働組合の

役割と仕事と無償介護労働とのバランスを取ることを可能にする必要があります。74
 

労働組合運動は、他の家事労働者団体と緊密に連携して、ILO家事労働者条約、2011年（第

189号）、介護労働者部門のディーセントワークの権利を認める最初の国際労働基準、の採択

と推進において極めて重要です。IDWF（家事労働者組織の最初のグローバル「連盟」）と協力

してITUC、IUF（国際労働組合総連合、国際食品関連産業労働組合連合）と他のグローバル連

盟は2012年末までに第189号条約の12の批准を確保することを目的としたグローバルな「

12 × 12」運動を開始しました。この活動はまた、国内法の大幅な改革を促進し、その結果、最低

賃金、雇用契約の書面化、日次及び週次の休養時間、現物支払いの制限、組合に加入して団体交

渉に従事する権利の尊重を含む、家事労働者の基本的な労働権が認められました。75 さら

に努力が必要ですが、第189号条約は、労働組合の行動と相まって、 
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法律と実際に労働者としての権利を認めることで何百万人もの家事労働者に社会的経済

的正義を提供してきました。 

2019年に、グローバル労働組合はケア経済への投資を支援する世界的な行動の日を開催 

しました（10月7日、ディーセントワークのための世界の日）。2017年以来、PS（I 国際公務労 

連）は公共サービスのジェンダー応答性に対する明確な懸念を含め、ジェンダーの正義と

持続可能な開発を実現する上での公共サービスの役割を強調しています。76
 

2016年にITUCが行った呼びかけは仕事の未来に向けたILO創設100周年宣言に埋め込まれ

、COVID-19危機禍で反響を呼んでいます。これは私達が経済の特定の原動力に与える価値

を再考する適切で長期的に停滞した時間なのです。COVID-19パンデミックの発生は、女性

がしばしば労働力の大半として、不可欠な分野でケアや他のサービスを提供する上で果たす役

割を示し、そして社会と経済が適切で十分に価値のあるケアと介護労働にどのように依存し

ているかを示しています。 

介護福祉士と雇用者の結社の自由、社会対話と団体交渉の権利を促進することは最も重要です

。ILOの「ディーセントワークのための5R枠組み」はケア経済においてディーセントワークを

実現するための立法と政策措置が成功した秘訣です。その5つの主要な要素は無償介護労

働を認識、削減、再分配すること、より質の高い介護職を通じて有償介護労働に報いること、介

護福祉士の代表、社会対話、団体交渉の確保をすることです。77
 

「彼女はお金のために一生懸命働く」欧州連合78 

労働組合: EPSU (欧州公務労連) 

セクター: 健康と社会的ケア 

タイプ: 政策研究 

背景と詳細: 低賃金は公共サービスの特定の部分 －特に女性が労働者の大半を占める

場所において－ 大きな問題です。 

詳細: 2018年に、EPSU (欧州公務労連) はETU（I 欧州労働組合研究所）に調査を委託しまし 

た。「彼女はお金のために一生懸命働く」報告書は健康と社会ケアセクターの状況を調査し、

労働組合がこの問題に対処するために何をしているのかを報告しています。この研究のデータに

よると、低スキルの健康と社会介護アシスタント職の労働者は国の全国平均賃金よりもかなり

少ない収入を得ているとしています。また、このセクターの女性の割合が高いほど、平均相対所

得が低くなることも示しています。 

健康や社会介護など、女性が大半を占めるセクターや職業における労働賃金ペナルティーは

社会的ケアの資金不足と民営化、多くの男性優位部門よりも弱い交渉力、そして介護労働は

多くの場合女性の仕事として見続けられ、一般的な過小評価の対象であるという事実によっ

て説明できると報告されています。 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_711674.pdf
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男女平等行動計画 (ETUCE（欧州労連教育委員会）) 欧州連合79
 

「サービスバウチャーを通じて雇用される家事労働者の賃金と労働条件に関する公正な労 

働協約」ベルギー80
 

 

 

政策の証拠に基づいて、ヨーロッパ各地のEPSU支部、例えばフィンランド、ドイツ、スウェーデ

ンと英国、では女性が大半を占めるセクターにおける低賃金の持続する問題に対処するために

法的措置を使用し、法律の変更を推進し、団体交渉政策を策定しています。 

研究とデータは問題を注視し強力な証拠をもたらすのに非常に役立ちます。しかし、持

続する低賃金と労働市場の分離に取り組む政治的意志は依然として弱いままです。低賃

金は詳細に特定されていますが、問題に対処するための一貫した政治的意志はありません

。COVID-19パンデミックはこの面で変革的な行動の機会になると言えます。 

 

労働組合: ETUCE（欧州労連教育委員会） 

セクター: 教育 

タイプ: 行動計画 

背景と詳細:教育セクターと教職は賃金、キャリア形成、ワークライフバランスと暴力のジ ェ

ンダー関連問題において依然として残念ながら不平等です。ジェンダー平等に関する

ETUCE（欧州労連教育委員会）行動計画（2020年）を作成することで、ヨーロッパ各地の教

育労働組合は従業員と労働組合は先頭に立ち、女性と男性にとって教育セクターをより公平で

魅力的なものにできると示しています。この計画は国、地方、地域レベルでジェンダー平等を改

善する為の具体的な措置を定めています。それは、ジェンダーのステレオタイプとジェンダーの

役割、教育セクターと労働組合内における縦断的ジェンダー分離、仕事と私生活の調和の困難、

男女の賃金と年金格差、教育セクターにおける水平的男女分離、ジェンダーに基づく暴力やハ

ラスメントの6つの重要なトピックに及びます。 

行動計画には6つの重要な問題のそれぞれに取り組むために取られる多数の行動一覧が

あり、やがて結果の監視が可能になります。 
 

労働組合: ACV/CSC（キリスト教労働組合連合)とFGTB Horval（ベルギー一般労働組合連

合） 

セクター: 家事労働者

タイプ: 団体交渉協約 

背景と詳細： 2019年6月から、ベルギーの労働組合と雇用者はサービスバウチャーを通じて

雇用される家事労働者の賃金と労働条件に関する公正な労働協約を締結するために交渉

しています。 
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長期ケア休暇に関する労働協約 オランダ81
 

 

 

 
ベルギーではすべての給与が1.1％増加しましたが、家事労働者の雇用主だけが名前にふさ

わしい賃上げの交渉を依然として断固拒否しています。しかし、家事労働者は最も脆弱な労働者

であり、ベルギーで最も低賃金で最も困難な労働条件に直面しています。 

2019年11月に、ACV/CSC（キリスト教労働組合連合)とFGTB Horval（ベルギー一般労働組

合連合）は家事労働者の声を届けるために大規模な集会を結集しました。彼らは以下のこと

を求めました： 

8 部門に与えられる政府補助金の増加 

8 サービスバウチャー率の少額増加 

8 為替価値の完全物価スライド制 

ACV/CSCはまた、ベルギーの家事労働セクターの調査も実施しています（2018年）。調査は

51,000人にわたり7,400人から回答を得ました。サービスバウチャー制度を使って支払われる

、ベルギーの16万人の家事労働者はストライキ後に賃上げを獲得しました。清掃業者と家政

士は、労働組合と雇用者が2020年2月の第一週に合意に達した後、1月1日までさかのぼっ

て、総支給額の0.8％の賃上げを得ることになります。他の合意された措置は、アイロン作業を

自宅に持ち帰る場合はさらに10％の手当、両親と介護者のためのより良い休暇、不適切な行

動に対抗するための新しい憲章の起草が含まれます。 

 

労働組合と団体交渉協約承認機関: NVZ (オランダ病院協会)、FNV（オランダ労働組合連合

）、CNV Zorg en Welzijn（オランダのキリスト教労働組合全国連盟）、FBZ（オランダ•ヘル

スケア専門組織連盟）、NU’91（オランダの看護師と介護者の専門組織）、BRV（回復看 護

師の専門家協会）、NHV（オランダ心臓機能協会）、NVAM（オランダ麻酔科助手協会）、 

LVO（オランダ全国オペレーションアシスタント協会）、Donor NVHVV（オランダ心臓血管

看護師協会）、VF&O（骨粗鬆症専門看護師協会）、NVLA（オランダ呼吸機能アナリスト協 

会）、NVLKNF（オランダ臨床神経生理学研究所）、VITHaS（侵襲性技術心臓刺激スペシャ

リスト協会）、Landelijke vereniging van MS verpleegkundigen（オランダ看護師の全国協

会）VGN（オランダ国立障害者ケア協会） 

セクター: 病院 

タイプ: 労働協約 

背景と詳細: 介護者の休暇は病院セクターで長年にわたり重要な課題でした。2017年に病

院の雇用者は医療従事者の多くが家族のケアの責任があるので、合意に達する必要があると

しました。3人に１人は有償の仕事に加えて非公式なケアを提供しています。さらに、ケア部

門の雇用の過半数が女性です。 
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介護福祉士のためのディーセントワーク  2018年 ニュージーランド82
 

 

 

協約の主な規定は以下の通りです： 

8 病院セクターの労働者は、配偶者やパートナー、子どもまたは配偶者やパートナーの子ど

も、養子、里子または同居する親に末期または緩和ケアが必要な場合の在宅ケアを提供す

るために年間11週間の有給休暇を受ける権利がある。 

8 雇用者は各労働者と毎年可能なケア責任について話し合うことが義務づけられる。 

8 雇用者は労働者のケア休暇を容易にするために、必要に応じて、労働時間調整やその他

の配慮を行う必要がある。 

ケア責任のある労働者が休暇を取る場合には、代替となる労働者を手配します。労働者は、休暇

を取ることは同僚の負担になるので、この措置が必要だと考えました。 

 

労働組合と団体交渉協約承認機関: 公務員協会– Te Pūkenga Here Tikanga Mahi (PSA（公

務員協会）)、E tū（ニュージーランド最大の民間部門労働組合） 

セクター: ケア部門 

タイプ: 労働協約と啓発キャンペーン 

背景と詳細: PSA（公務員協会）はニュージーランド最大の労働組合で、7万人の会員の内74 

％が女性で、公共及び地域社会サービスに就いています。2万5千人以上のPSA会員が地位 

ベースのケアサービスを含む健康および障害セクターで雇用されています。PSAはデジタ

ルプラットフォーム上の請負業者を含む、支援労働者の保障と保護を確保するための二者およ

び三者間協議を支援しています。 

PSAはケア提供者と受給者双方に利益をもたらす新しいケア経済を構築し始める上で重

要な役割を果たしてきました。PSAとE tū（ニュージーランド最大の民間部門労働組合）が

労働者とサービス利用者の双方に対して行った「ディーセントな（働きがいのある人間らし

い）賃金、ディーセントな仕事、ディーセントな生活」労働組合キャンペーンは、高齢者ケア、

障害、家庭支援、職業障害、メンタルヘルス、依存症支援従事者の賃金の平等だけでなく、

多くの在宅ケア労働者の20％の同一賃金の引き上げ、ゼロ時間契約の終了、顧客訪問時の

移動時間と費用の払い戻しを保証するのに役立ちました。合意は関連する法律に組み込ま

れました。 

公正で持続可能なケアセクターを確保するために、関係者はまた、労働者が興味を持って訓

練し、暴力やハラスメントから保護し、組織化を可能にする方法についても議論しています。こ

れらの課題はプラットフォーム労働者のためのディーセントワークを促進する上で特に関連して

います。プラットフォーム使用者自身にとって、柔軟性、選択、ケアサービスが提供される時期、

場所、および人をコントロールすることが重要で魅力的なビジネスモデルになります。しかし、介

護福祉士の雇用の確保、契約条件の保護、継続的な訓練、安全性、集団 
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パート2: ジェンダー平等と労働組合の行動：好実例 

 

 

 

 

 
の意見を聞くこともこのサービスモデルの不可欠な部分にならなければなりません － そし

て労働組合はこれを実現するための位置付けになります。 

「ケア、費用、ジェンダー平等」英国（北アイルランド）2019年83
 

労働組合: NIC ICTU（アイルランド労働組合会議の北アイルランド委員会） 

セクター: 育児制度 

タイプ: 啓発のための育児政策に関する研究 

背景と詳細: 北アイルランドの育児は政策課題であり、以下の例を慎重かつ包括的に検討する

必要があります： 

8 北アイルランドの世帯はますます育児費を支払っている。同時に、公的支出は社会的移

転を通して育児資金拠出が不釣り合いである。育児に対する公共支援はより大きな支給と払

い戻しへの依存度を減らすために再調整する必要がある。 

8 女性のディーセントな雇用へのアクセスを増やすことは包括的な育児制度の重要な政

策目標であるべきである。同時に、有給育児休暇や柔軟な労働資格を高めることで親を支援

することも考慮する必要がある。 

8 現在の保育職の状況は低賃金でキャリアップがほとんどか全くないことが特徴である。労

働力もほぼ全体が女性である。育児へのアクセスが大きくなると多数の女性労働者の見通し

が向上するが、これにより育児セクターの労働者を犠牲にしてはならない。育児提供支援の改

善は保育の仕事の質と共に進めていくべきである。 

NIC ICTU（アイルランド労働組合会議の北アイルランド委員会）による「より良い仕事より良

い生活」キャンペーンの一環として2019年に発表された政策報告書は、20万人以上の労働

者の利益を代表するために北アイルランド内の23の労働組合が結集することを示しています

。 

政党を含む幅広い関係者との関わり、「すべての人に育児を」などの市民社会キャンペーンに

参加することによって、ICTUは母親、家族、子ども、保育士のためのより良い方法を模索してい

ます。 



 

© Photo ILO/Crozet M. 



45 E仕m事poにwおerけinるg女W性omのenエaンt パWoワrkー–メTンraトde–UジniェonンPダolーici平es等anのdたPrめacのtic労es働fo組r G合enのd方er針Eqとu実ali例ty 

 

 

 

 

まとめ 
労働組合はジェンダー不平等や差別に対処する上で大きな役割を果たしています。労働協約は

主な手段となっています。一般的に労働者にとって有効な手段ですが、また労働市場の女性

にとって重要な利点があります。団体交渉協約が良く機能している国だけでなく、経済が高度に

一体化した企業とセクターでは、男女の賃金格差の縮小に加えて、男女双方の労働時間の短

縮、安全な雇用条件下でより柔軟な労働選択、及び非標準労働者のためのより良い保護に向

けた一般的な傾向が見られます。職場における同一賃金、ワークライフバランス、暴力やハ

ラスメントの問題は主に労働協約を通じて取り組まれてきました。しかし、この報告書が示すよ

うに、ジェンダー平等を促進するための労働組合の行動はストライキから訓練教材、ジェンダ

ーに基づく暴力との闘いに至るまで、多くの様々な形を取ることができます。ここで取り上げら

れた好実践例には、1回限りまたは毎年恒例の様々な形の差別に挑戦するキャンペーンのみで

なく、ジェンダー平等問題に関する平等基準、調査、研究、データ収集が含まれます。 

交渉チームを含む意思決定の立場で女性が過小評価され続けている、労働組合内のジェ

ンダー平等へのコミットメントを強化することを目的とした好実践例を強調することが重要です

。多くの場合、これらの不平等に対処する政策は関連する労働組合内の女性委員会によって立

ち上げられ支持されています。これらの政策の影響を見てみると特定の課題が生じます。第

一に、導入された実践例は通常時間制限があり、適切な監視と評価メカニズムが欠けています。適

切な財源の配分と政治的コミットメントはこの点において重要な要因です。第二に、2008～

2009年のような危機の時には、危機の影響を受けているという事実にもかかわらず、ジェン

ダー平等政策は後回しにされる傾向があります。最近では、COVID-19 パンデミックはジェン

ダー平等に向けて行われた利益の一部を逆転させる恐れがあります。第三に、労働市場の

急速な変化はより多くの社会的、経済的格差を生み出しています。女性の過小表現全体に対す

る明確な政策枠組みや、セクター固有の差別の形態に対処する政策枠組みはありません

。 

COVID-19パンデミックによって複雑化したグローバリゼーションとデジタル化による労働市場

の構造転換は労働組合にとって大きな課題となっています。ジェンダー／交差的な視点を労

働組合の主流に置くことはもはや選択肢ではなく必須であるべきです。 

学んだ課題と教訓 

ILO第190号条約やイスタンブール条約など、近年の進歩にもかかわらず、国の政策枠組みは

国際基準を取り上げるのが遅いので、実施することは依然として大きな課題です。ジェンダー平

等の強化に非常に効果的であることが示されているにもかかわらず、義務を設定すること、

職場におけるジェンダー平等の確立に向けたタイムセンシティブな目標、または意 
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思決定の立場にある女性の数を改善するためのクオータ制（割当性）の導入措置について

は激しく議論されています。 

労働組合を含む大規模な組織においては、特に労働者の大半が男性であるセクターでは、

依然として男性優位の組織文化が見られます。しかし、女性が労働力の大部分を占める健

康や教育などのセクターにおいても、女性は意思決定の立場で過小評価されたままです。

最低33％のクリティカルマス（結果を得るのに必要不可欠な数）に達する、意思決定の立場で

より多くの女性がいなければ文化的な変化が起きるかどうかは疑わしいです。 

財源と資金の配分は政治的な選択であり一般的に組織の優先事項を反映しています。ジェン

ダー平等を促進するプロジェクトの資金は依然として限られており、功績に値するレベルにほと

んどなっていません。労働組合の女性委員会からの圧力によって同一賃金、ワークライフバラン

ス、ジェンダーに基づいた暴力などの問題が注目され、特定のプロジェクトのための資金が生

み出されます。しかし、具体的な実践例の多くに示されるように、このようなプロジェクトは結

果を評価しそこから適切な教訓を引き出すという点でふさわしいフォローアップを保証するこ

とはほとんどできません。 

国際的、地域的、国家的なコミットメントを主催しているにもかかわらず、G7とEU諸国では男

女の賃金格差は大幅に縮小しておらず、16％という高水準なままです。キャンペーン、研究、

労働協約は大きな進歩を引き起こすには十分ではありませんでした。同様に、労働市場のジェン

ダー分離は50年前と変わらず、これは賃金問題に直接関係しています。例えば、医療ケア従事

者は不可欠なサービスを提供することの重要性が最近認められたばかりで、そのほとんどが女

性です。そして女性が大多数を占めるところでは一般的に低賃金です。この問題は労働市場と経

済の構造に深く浸透し、女性が行う無償労働のこれまでの計り知れない範囲に依存しているの

で、課題に取り組むためにはプロジェクトやプログラム以上のものが求められます。 

1981年のILO第156号条約の採択はワークライフバランス（2008年のITUCの「女性のため 

のディーセントワーク、ディーセントライフ」キャンペーンなど）に関する労働組合キャンペー

ンの形成に役立っています。これらの取り組みは10年以上にわたりワークライフバランスの問

題を職場に周知し、健全なワークライフバランスを支援することはより良い労働者の定着率を

保証するだけでなく、生産性を高めることになると企業と雇用者が認めています。しかし、一部

の労働組合の実践例によると、働く親や介護者の様々なニーズと、すべての当事者の関係が良く

なるように対処する方法についてまだほとんど理解がないことが示されています。 

労働組合は職場におけるジェンダーに基づく差別に対処するために独自に存在します。労働組

合は労働協約、キャンペーン、ストライキを行使するかどうか、正しく対処するために利用可能な

すべてのツールを使用できます。ジェンダー平等に関する構造的な変化を導入する上で、トッ

プダウンの主導によって駆動され豊かな証拠に基づく三者協約は特に強力に作用する可能性

があると注目されています。 
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Conclusions 

 

進むべき道 － 実行可能な推奨事項

政府向け： 

8 事実上の平等を確立することを視野に入れながら、とりわけ同一価値労働同一賃金、ワ

ークライフバランスとジェンダー均等を含む、ジェンダー平等に関する国内立法を遂行する。

女性の健康と生殖権に特に注意を払いケア経済に投資する。 

8 暴力とハラスメント条約、2019年（第190号）と仕事におけるジェンダー平等に関連する

その他の重要なILO条約（第100，111、156、183、189号）を批准し効果的に実施する。 

8 あらゆる形態の仕事の世界におけるジェンダーに基づく暴力とハラスメントを終わらせる

ための継続的なコミットメントを確保し、その被害からの生存者を保護する。 

8 社会パートナーとの協調により経済のジェンダー平等基準を策定する。 

8 意思決定の立場とプロセスにおける女性の数を増やすために、目標と適切な処置を活

用する。 

8 性別に内訳されたデータの収集、分析、普及を定期的に行う。 

8 労働市場におけるジェンダーの研究を開始•支援し、インターセクショナリティ（交差している

社会的アイデンティティに起因する関連する抑圧や差別構造）に特に注意を払い、無償の

ケアと家事の仕事を考慮に入れて、それらが脆弱性の状況下にある労働者の異なるグ

ループの有償労働とどのように交錯するかを考慮する。 

8 社会保障（年金の取り決め／健康規定）が労働生活から切り離されていることを確認し、

すべての女性と男性が公平な退職規定に備える安全な基盤を提供する。 

8 既に確立されていない限り、労働協約、適切な懲罰的矯正措置を適用する権限を有するこ

とを含む、ジェンダー平等の実施を監視する独立機関の創設を強く検討する。 

8 社会保障に対する女性の権利を確保し、社会保護と課税システムがジェンダーに対応する

ことを保証する。 

8 公的資金によるケア施設とサービスの利用可用性、アクセス、手頃な価格、質を向上させる。 

8 労働安全衛生、適切な労働条件と報酬、訓練の機会、同一価値労働同一賃金などの有償介護

者の権利を確保する。 

8 無償ケアの価値を評価し、ケア経済が機能し公平になるための社会的及び経済的変化を

促進する。 

8  適切で質の高い学校外ケアを提供し、就学時間帯と通常の労働時間帯のギャップを埋め

る。 
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Conclusions 

 

 

労働組合向け： 

8 すべてのレベルの団体交渉がジェンダー平等に及ぼす影響を評価するためのグローバ

ルな監視枠組みを確立する。調査結果を使用して、労働者、雇用者、社会に対するジェンダー

平等の利点を強調する。 

8 様々なセクターにおけるジェンダー平等に特有のモデル協約のデータベースを開発し維持

する。 

8 さらなるジェンダー平等の認識を促進するための利用可能で適切な資料を作成する。 

8 クオータ制（不足している場合）、予定表、行動計画によってなされる、労働組合における

等価性意思決定に関するグローバルで国家的な目標を決め実施する。 

8 ジェンダー平等問題に関する研修を組合員に提供する他、仕事におけるジェンダーに基づ

く暴力とハラスメントに関する具体的な研修を提供する 

8 ILO暴力とハラスメント条約、2019年（第190号）の批准を促進するキャンペーンを行う。 

8 労働組合がジェンダーの主流化を支援し、発信し、その使用を監視するための一般的なツ

ールキットを開発する。 

8 ジェンダーに敏感な労働協約に向けて取り組み、ジェンダー平等問題を含む要因の成功例

を特定する。 

8 ジェンダー政策に十分な財源が確保されていることを確認する。 

8 労働組合における政策措置としてジェンダー平等行動計画を開発する。 

8 不平等の要因をより良く理解するための研究の財源を確保し開発する。 

8 ジェンダーの観点から労働組合の構造と政策を監査する。 

8 男女の賃金格差や仕事におけるジェンダーに基づく暴力やハラスメントなど、特定の問題

に関する年次キャンペーンを維持する。 

8 その有用性を評価し未来の協約のためのモデルを提供するために、ジェンダー平等条

項を含む過去と現在の労働協約を体系的に組織化する。 

8 ジェンダーに敏感なキャンペーンや行動に出来るだけ多くの組合員の参加を促し、新しい

行動を開発する。 
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社会パートナー（労働者及び雇用者の組織）向け： 

8 仕事におけるジェンダー平等と尊重を改善する効果的な方法として団体交渉を促進す

る。 

8 同一価値労働同―賃金を確保する。 

8  定期的に行う監視と評価によって、ジェンダーの主流化をすべての労働協約に適用する

。 

8 交渉に関わる外部の専門家はジェンダーの主流化とジェンダー平等を理解し、研修を提供

することによってこれを支援することを理解していることを確認する。 

8 交渉チームにおけるジェンダー等価性を確立する。 

8 ひとり親家庭など家族の多様性を認める労働協約を推進し、養子縁組と同性の親の権利な

どを認識する。 

8 育児休暇の取得を増やし女性と男性のワークライフバランスを改善するためにステレオタ

イプ問題に取り組む。 

8 特にヘルスケアなどのセクターにおいて、労働時間が懸念されるところに独自の解決策を見

つける余地を従業員に与える。柔軟性は労働者自身によって駆動されるべきであり、技術に

基づく労働デバイスを断ち切る権利が守られるべきである。 



 

© Photo by Adobe Stock 
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付録 

付録1：ILOの原則 MNE宣言 
 

 

政府に向けられた原則 企業に向けられた原則 

一般的な政策 • 労働行政及び公的労働検査を含む適
切な法律と政策、施策、行動を採用した
宣言の目的を進める[第3項] 

• 多国籍企業と国有企業間で平等な扱い
を確実にする[第5項] 

• すべての基本条約を批准する[第9項] 

• 自国領土内で活動するMNE（多国籍企
業）と海外で活動するMNE間のMNE宣
言に従って良好な社会的実例を促進す
る。[第12項] 

• 必要が生じた場合に他国政府と協議す
る準備をする[第12項] 

• 国の主権を尊重し、国内法に従い国際
基準を尊重する[第8項] 

• 仕事における基本原則と権利の実現に
貢献する[第9項] 

• 結社の自由と団体交渉、産業の関係、社
会対話の中心的な役割を考慮してデュ
ーデリジェンス（企業に要求される当然
に実施すべき注意義務と努力）を実行
する[第10項] 

• 政府、雇用者、労働者組織と協議し、事
業が国家開発の優先事項と一致してい
るか確認する[第11項] 

雇用 • 正規で、生産的で自由に選ばれた雇用、 • 政府の雇用政策と目的を考慮しなが
ディーセントワークを促進するための ら、雇用機会と基準を高めるために努
積極的な政策を、主目標として、宣言し 力する[第16項] 
追求する[第13項] • 業務を開始する前に、実行可能な限り、 

• 公式（フォーマル）経済への移行を促進 国家社会開発政策と調和して、雇用計
するための統合政策の枠組みを策定し 画を維持するために管轄当局と全国
実施する[第21項] の雇用者及び労働者組織と協議する[ 

• より高いレベルの社会保障を徐々に確 第17項] 

保するための戦略の中で、必要に応じ • 所在国の国民の雇用、職業開発、昇進て
、社会的保護の土台を確立し維持す 及び振興を優先する[第18項] 
る[第22項] • 直接的にも間接的にも雇用を生み出す 

• 強制的な労働の防止と排除、被害者へ 技術を使用する。適切な技術開発に参の
適切な救済策の提供、国の政策と行 加し所在国のニーズと特性に合わせて動計
画の策定、雇用者へのガイダンス 技術を適応させる[第19項] 
提供と支援のための効果的な措置を講 • 現場の声を聞き、原材料の現地加工と
じる[第23～24項] 部品•設備の現地製造を促進すること 

• 児童労働の情動的廃止を確実にする で現地企業との連携を構築する[第20 
ための国家政策を策定し、緊急の問題   項] 
として、児童労働の禁止と撤廃を確保 • 公式経済への移行に貢献する[第21項] 
するための即時措置をとり、雇用可能 

• 公共社会保障制度のさらなる発展を促
な最低年齢を段階的に引き上げる[第 

進する手助けになる[第22項]
 

26項] 

• 人種、肌の色、性別、宗教、政治的見解、 • 業務における強制的労働の禁止と排除

家系、社会的素姓に基づく差別を排除 を確保するために迅速かつ効果的な措す

るために、雇用における機会と待遇 置を講じる[第25項] 
の平等を促進する政策を追求する[第 • 雇用への最低年齢を尊重し、児童労働
28項] の最悪の形態の禁止と排除を確保する 

ために迅速かつ効果的な措置を講じる
[第27項] 
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付録 付録1：ILOの原則  MNE宣言 

 

 

 
政府に向けられた原則 企業に向けられた原則 

 
• 男女労働者の平等な価値の仕事に対
する平等な報酬を促進する[第29項] 

• 多国籍企業に差別を決して要求または
奨励せず、差別を避けるために、必要に
応じて、ガイダンスを提供する[第31項] 

• 多国籍企業が様々な産業セクターの雇
用に及ぼす影響を調査する[第32項] 

• 多国籍企業と国有企業と協力して、雇
用が終了した労働者に所得保護を提供
する[第36項] 

• 非差別の原則のガイドラインに則り、
資格、スキルを身につけ、スタッフの採
用、配置、訓練、昇進の基礎を経験する
[第30項] 

• 労働者にとって安定的な雇用の提供に
努め、雇用の安定と社会保障に関する
自由に交渉された義務を遵守し、雇用
の安全を促進し、意図した業務変更の
合理的な通知を提供し、恣意的な解雇
を避ける[第33～35項] 

訓練 • すべての関係者と協力して、雇用と密接
に結びついた、職業訓練と指導のため
の国家政策を策定する[第37項] 

• 企業のニーズと国の開発政策を満たす
ために、雇用されているすべてのレベ
ルの労働者に訓練を提供する[第38項] 

• 職業訓練を提供し熟練した人材資源
を作るだけでなく、スキル形成、生涯研
修、開発を奨励するプログラムに参加
する[第39項] 

• 企業内で現地管理者が経験を広げる機
会を与える[第40項] 

仕事と生活の
条件 

• 低所得層と開発が遅れている地域が可
能な限り利益を得られるように、多国籍
企業の活動による適切な措置が講じら
れるように努める[第42項] 

• 多国籍企業と国有企業の双方が適切な
安全衛生基準を提供し、仕事における
暴力に対抗するための措置を講じ、建
物の安全に注意を払うなど、予防的な
安全衛生文化に貢献することを保証す
る。労働災害や病気の被害を受けた労
働者には補償が提供される[第43項] 

• 事業全体で、一般的な賃金水準、生活費
、社会保障給付、経済的要因、生産性の
レベルを考慮して、関係国の雇用者は
好ましい賃金、福利厚生、労働条件を提
供する[第41項] 

• 仕事での高水準な安全衛生を維持し、
新製品やプロセスに関連する特別な危
険とその保護措置を知らせ、他国で観
察された好実践例に関する情報を提供
し、産業安全衛生上の危険の原因を検
討する上で主導的な役割を果たす[第
44項] 

• 国際的及び国家の安全衛生機関、国家
当局、労働者及びその組織と協力し、労
働者の代表との合意に安全と衛生の問
題を組み込む[第45～46項] 
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付録 付録1：ILOの原則  MNE宣言 

 

 

 
 

政府に向けられた原則 企業に向けられた原則 

産業関係 • 第5条、第87号条約の原則を、多国籍企 • 業務を通じて、産業関係の基準を守る[ 
業に関して重要性を考慮して適用し、そ 第47項] 
のような企業を代表する組織または雇 • 結社の自由と団体交渉の権利を尊重
用中の労働者が、自ら選んだ雇用者や  し、有意義な交渉に必要な施設と情報
労働者の国際機関と提携することを許   を提供する[第48，57，61項] 

• 
可する[第51項] 

を誘致するためのイン 
• 代表雇用者の組織を支援する[第50項] 

外国からの投資 
• 相互の関心事に関する定期的な協議を

センティブの中に、労働者の結社の自  
行う[第63項]

 
由または団体で組織し交渉する権利の 
制限は含まない[第52項] • ビジネスパートナーに効果的な改善策 

• 司法、行政、立法、その他の適切な手段 を提供するよう促すてこ入れをする[第

を通じて、権利が侵害された労働者が 65項] 
効果的な救済策を受けられるようにす • 適切な手続きに従って、労働者の不満
る[第64項]  を調査する[第66項] 

• 任意の調停及び仲裁機関が産業紛争 • 労働者の代表者や団体と共同で自発的
の防止と解決を支援するために無料で  な調停機構の設立を目指す[第68項] 
利用出来ることを確認する[第67項] 
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付録 

 

付録2：女性のエンパワーメント原則 

（WEP’s）とそのターゲット 
 

 

原則1： ジェンダー平等に向けた高いレベルの企業リーダーシップを確
立する 

8 ジェンダー平等と人権に関する高いレベルの支援を確認し、トップレベルの政策を指揮す

る。 

8 ジェンダー平等の企業全体の目的と目標を設定し、管理職の業績評価の要素として進步状況

を含める 。 

8 企業の方針、プログラム、平等性を高める実施計画の開発のために社内外の利害関係者と

交流する。 

8 すべての政策がジェンダーに敏感で －女性と男性に異なる影響を与える要因を特定

し－ 企業文化が平等と包摂性を高めることを確認する。 

 
原則2: すべての女性と男性を仕事において公正に扱う － 人権と非
差別を尊重し支援する 

8 同等価値の仕事に対して、給付金を含む、平等な報酬を支払い、すべての女性と男性に生

活賃金を支払うように努める。 

8 職場の政策と実践例がジェンダーに基づく差別から解放されることを確認する。 

8 ジェンダーに敏感な採用と定着の実践を実施し、管理職や役員職、及び企業の取締役会

に積極的に女性を採用し任命する。 

8 あらゆるビジネス分野での意思決定とガバナンスにおける女性の十分な参加 －30％ 

かそれ以上－ を確保する。 

8 同一賃金と地位の職位に柔軟な労働選択、休暇、再雇用機会を提供する。 

8 女性と男性の双方にサービス、財源、情報を提供することで、子どもと扶養家族へのアクセス

を支援する。 

原則3: すべての女性と男性労働者の健康、安全、福利厚生を確保する 

8 女性と男性への異なる影響を考慮して、危険物への暴露から保護し、生殖の健康を含む潜

在的なリスクを開示することで安全な労働条件を提供する。 

8 言葉や身体的虐待を含む、職場のあらゆる形態の暴力に対するゼロ•トレランス•ポリシー

を確立し、セクシャルハラスメントを防ぐ。 
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付録 付録2：女性のエンパワーメント原則（WEP’s）とそのターゲット 

 

 

8 健康保険やその他の必要なサービスの提供に努め －家庭内暴力からの生存者も含ま

れる－ すべての従業員に対して平等なアクセスを確保する。 

8 男性と女性の労働者が自身と扶養家族の医療とカウンセリングのために休暇を取る権

利を尊重する。 

8 従業員との協議において、仕事に関連した業務のために出張する女性の安全を含む、安全

課題を特定し取り組む。 

8 セキュリティスタッフと管理者が女性に対する暴力の兆候を認識し、人身売買、労働と性的搾

取に関する法律と会社の方針を理解するように訓練する。 

原則4: 女性のための教育、訓練、専門性育成の推進をする 

8 あらゆるレベル及びすべてのビジネス分野で女性の昇進の道を開く職場の政策とプロ

グラムに投資し、女性が伝統的に多く働かない分野への参入を奨励する。 

8 リテラシー（読解記述力）クラス、職業や情報技術訓練など、企業が支援する教育及び訓練

プログラムへの平等なアクセスを確保する。 

8 公式、非公式なネットワークとメンタリングに平等な機会を提供する。 

8 女性のエンパワーメントに関する企業のビジネスケースと男女の包摂性の前向きな影

響を明確にする。 

 
原則5: 女性に力を与える企業開発、サプライチェーン、マーケティング慣
行を実施する 

8 小企業や女性起業家を含む女性経営者の企業とのビジネス関係を拡大し、ジェンダーに敏

感な調達を実施する。 

8 信用と融資の障壁に対するジェンダーに敏感な解決策を支援する。 

8 ビジネスパートナーや同僚に平等と包摂性を進めるという会社のコミットメントを尊重す

るよう依頼する。 

8 すべてのマーケティング及び企業の資料における女性の尊厳を尊重する。 

8 会社の製品、サービス、施設が人身売買及び／または労働または性的搾取に使用されな

いように注意する。 

原則6: 地域のイニシアチブや擁護を通じて平等を推進する 

8 模範的に導く － ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに対する企業のコミットメン

トを紹介する。 

8 単独または提携による影響力を活用して、ジェンダー平等を提唱し、ビジネスパートナ

ー、サプライヤー、地域リーダーと協力して包摂性を促進する。 
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付録 付録2：女性のエンパワーメント原則（WEP’s）とそのターゲット 

 

 

 

8 地域の利害関係者、公務員、その他の人達と協力して差別や搾取を排除し、女性と少女の

ための機会を開拓する。 

8 地域社会における女性のリーダーシップと貢献を促進して認識し、あらゆる地域協議におい

て女性が十分に代表し参加することを確保する 

8 慈善活動と補助金プログラムを使用し、包摂性、平等、人権に対する企業のコミットメント

を支援する。 

原則7： ジェンダー平等の実現へ向けて進步状況を評価し公表する 

8 ジェンダー平等を促進するために会社の方針と実施計画を公表する。 

8 あらゆるレベルの女性の包摂を定数化する基準を確立する。 

8 性別に分析されたデータを使用して、内部及び外部の進行状況を把握し報告する。 

8 ジェンダーマーカー（ジェンダー平等に寄与した案件と支出額を記録するツール）を継続的

な報告義務に組み込む。 
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付録 

 

付録3：役立つ資料 

欧州委員会, Gender Equality Strategy 2020-25 

ILO, Rules of the Game: An introduction to standards-related work of the International Labour 

Organization. 

ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy 

(MNE Declaration) 

ILO, Helpdesk for Business on International Labour Standards 

ILO-ITC, Empowering Women at Work Capacity Building Platform 

UN Women and UNGC, WEPs Equality Means Business – Using our principles as a multiplier for 

action and progress 

UNGC, The Women’s Economic Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool 

WE EMPOWER G7, Closing Gender Pay Gaps to Achieve Gender Equality at Work Guidance Note 

WE EMPOWER G7, Empower Women 

WE EMPOWER G7, Enel Case Study, Creating a Culture of Inclusion 

WE EMPOWER G7, Group PSA Case Study, Harnessing Women’s Potential through a Global 

Network 

WE EMPOWER G7, Orange Group Case Study, Taking a Global Approach to Gender Equality 

WE EMPOWER G7, Relx Case Study, Improving Gender Balance on Boards and in Leadership 

WE EMPOWER G7, Sodexo Case Study, Building a Gender-Balanced Business 

同一賃金 

EPIC, Equal Pay International Coalition 

Equality and Human Rights Commission, Gender-Neutral Job Evaluation Schemes. An 

Introductory Guide 

ILO, Equal Pay: Introductory Guide 

ILO, Promoting Equity: gender-neutral job evaluation for equal pay. A step-by-step guide 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender-equality-strategy-2020-2025_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
https://www.ilo.org/mnedeclaration
https://www.ilo.org/mnedeclaration
https://www.ilo.org/business
http://ewaw.itcilo.org/
https://www.weps.org/resource/equality-means-business-using-our-principles-multiplier-action-and-progress
https://www.weps.org/resource/equality-means-business-using-our-principles-multiplier-action-and-progress
https://weps-gapanalysis.org/
https://www.weps.org/resource/closing-gender-pay-gaps-achieve-gender-equality-work
http://www.empowerwomen.org/
https://www.weps.org/resource/creating-culture-inclusion
https://www.weps.org/resource/harnessing-womens-potential-through-global-network
https://www.weps.org/resource/harnessing-womens-potential-through-global-network
https://www.weps.org/resource/taking-global-approach-gender-equality
https://www.weps.org/resource/improving-gender-balance-boards-and-leadership
https://www.weps.org/resource/building-gender-balanced-business
http://www.equalpayinternationalcoalition.com/
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/gd.13.101-1_gender_neutral_jes-ig_18-03-14_final.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/gd.13.101-1_gender_neutral_jes-ig_18-03-14_final.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/WCMS_122372/lang--en/index.htm
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